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食品安全委員会有機フッ素化合物（PFAS）ワーキンググループ 

第９回議事録 

 

 

１．日時 令和６年６月20日（木）９:00～12:18 

 

２．場所 食品安全委員会中会議室 

 

３．議事 

（１）有機フッ素化合物（PFAS）の健康影響評価について 

（２）その他 

 

４．出席者 

（専門委員） 

 姫野座長、澤田専門委員、渋谷専門委員、田中専門委員、中山専門委員、広瀬専門委員、 

 松井専門委員 

（専門参考人） 

 浅見専門参考人、池田専門参考人、苅田専門参考人、川村専門参考人、黒田専門参考人、 

 祖父江専門参考人、西浜専門参考人、福島専門参考人、森田専門参考人、 

 吉成専門参考人 

（食品安全委員会委員） 

 山本委員長、浅野委員、川西委員、脇委員、松永委員、吉田委員 

（事務局） 

 中事務局長、及川事務局次長、紀平評価第一課長、寺谷評価調整官、猪熊課長補佐、 

 松﨑評価専門職、藤田技術参与 

 

５．配布資料 

 議事次第、専門委員名簿 

 資料１    有機フッ素化合物（PFAS）に係る食品健康影響評価に関する審議結果（案）

についての意見・情報の募集結果について（意見・情報の一覧） 

 資料２    有機フッ素化合物（PFAS）に係る食品健康影響評価に関する審議結果（案）

についての意見・情報の募集結果について（回答案） 

 資料３    有機フッ素化合物（PFAS）評価書（案） 

 

６．議事内容 

○姫野座長 おはようございます。 
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 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第９回「有機フッ素化合物（PFAS）ワ

ーキンググループ」を開催いたします。 

 本日の会議につきましては、開催通知等で御連絡しましたように、会場傍聴者を受け入

れ、また、動画配信も行っております。 

 議事録につきましては、後日、ホームページに掲載いたします。 

 それでは、まず本日の出席状況について、事務局からお願いします。 

 

○猪熊課長補佐 本日は、専門委員、専門参考人の先生方18名に御出席いただいておりま

す。 

 龍田専門委員より御欠席の御連絡をいただいております。 

 石塚専門委員より、可能であれば途中から御出席いただける旨、御連絡をいただいてお

ります。 

 食品安全委員会からは、山本委員長、浅野委員、川西委員、脇委員、松永委員、吉田委

員に御出席いただいております。 

 なお、冒頭のカメラ撮りにつきましてはここまでとさせていただきます。御協力よろし

くお願いいたします。 

 また、動画視聴時の録画、録音、画面撮影は御遠慮いただきますよう、併せてお願いい

たします。 

 

○姫野座長 それでは、事務局から配布資料の確認と、食品安全委員会決定の「食品安全

委員会における調査審議方法等について」に基づき必要となる専門委員の調査審議等への

参加に関する事項について、報告をお願いいたします。 

 

○猪熊課長補佐 配布資料の確認をさせていただきます。 

 本日の資料は、議事次第、専門委員名簿のほかに３点ございます。 

 資料１、「有機フッ素化合物（PFAS）に係る食品健康影響評価に関する審議結果（案）

についての意見・情報の募集結果について（意見・情報の一覧）」です。 

 資料２、「有機フッ素化合物（PFAS）に係る食品健康影響評価に関する審議結果（案）

についての意見・情報の募集結果について（回答案）」です。 

 資料３、「有機フッ素化合物（PFAS）評価書（案）」 

 資料を御確認いただきまして、不足等がございましたら事務局まで仰せください。 

 次に、本日の議事に関する専門委員等の調査審議等への参加に関する事項について御報

告いたします。 

 議事（１）「有機フッ素化合物（PFAS）の健康影響評価について」に関する審議につき

まして、評価対象である有機フッ素化合物（PFAS）については企業申請品目ではなく、本

物質についての特定企業は存在いたしません。 
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 また、この議事につきまして、平成15年10月２日委員会決定２の（１）に規定する調査

審議等に参加しないこととなる事由に該当する専門委員はいらっしゃいません。 

 

○姫野座長 既に御提出いただいている確認書につきまして、その後、相違はございませ

んでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 それでは、議題に移ります。 

 議題（１）「有機フッ素化合物（PFAS）の健康影響評価について」、まずはパブリック

コメントでいただいた御意見に対する回答について審議したいと思います。 

 資料１と２について、事務局から説明をお願いいたします。 

 

○猪熊課長補佐 資料１につきまして、まず御説明いたします。 

 ２月７日より30日間行いました国民からの意見・情報の募集、いわゆるパブリックコメ

ントで提出いただいた御意見・情報を一覧にまとめたものです。 

 資料２を御覧ください。 

 １ページ目の４、４つ目の○に記載のとおり、資料１にお示しした御意見・情報につい

ては、１つずつ回答を用意することは困難であることから、回答の分かりやすさの観点を

考慮して、具体的に御指摘のあった意見を選択し、内容に応じて評価書（案）の構成を参

考に分類して、項目ごとに取りまとめて整理しています。 

 また専門委員、専門参考人の皆様からいただいた御意見を踏まえて回答案を記載してい

ます。 

 

○姫野座長 ありがとうございます。 

 分類については、前回の資料でも示されていたものですけれども、今回、回答案を入れ

て資料としてもらっています。 

 これについて何か御意見などありますでしょうか。 

 よろしいようですので、それでは回答を順番に確認していくこととします。事務局から

簡単に説明をお願いします。 

 

○猪熊課長補佐 それでは、資料２の３ページを御覧ください。 

 Ａの「①評価対象物質」です。主な御意見といたしましては、PFOS、PFOA以外のPFASに

ついてもリスク評価を進めるべきなどの御意見をいただいておりました。 

 これに対する回答案として、食品安全委員会では、リスク評価、リスク管理及びリスク

コミュニケーションの３つの要素のうちのリスク評価として、科学的に評価することとし

ております。 

 20行目から記載しておりますとおり、化合物ごとのリスク評価としては、EPA、EFSA（2018
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年）及びHealth CanadaではPFOS及びPFOA、FSANZ及びATSDRではPFOS、PFOA及びPFHxS、ANSES

ではPFHxSについて評価が行われていたことを踏まえて、これら３物質を中心に評価いた

しました。 

 次のページに参りまして３行目、PFOS、PFOA以外のPFASについては、個別の化合物ごと

にリスク評価を行うための科学的知見は現時点では不十分であるため、研究・調査の充実

が求められます。また、リスク管理機関においては、リスク評価における不確実性や健康

被害の「未然防止」等の観点も踏まえて、リスク管理の方策等が検討されるものと考えま

すという回答案を記載しております。 

 説明は以上です。 

 

○姫野座長 ありがとうございました。 

 ４月の会議の時点では、この主な意見のみを配布しまして、委員の先生方に回答の仕方

について議論いただきました。今回、回答案をここに掲載した状態です。 

 委員の先生方、まずこの回答案について御意見ございましたらお願いいたします。 

 何をもってPFASとするかというのは機関によってもいろいろな定義があって難しいとこ

ろではあるのですが、今回はこういう定義を考えつつ、このような３つの物質を中心に評

価を行ったということです。 

 他の評価機関も、リスク管理の部分では総合的にいろいろなものを評価というか、合計

値について通知を出したりしていますが、リスク評価の部分ではやはりPFOS、PFOA、PFHxS

を中心に評価をしていると思います。 

 何か御意見ございますでしょうか。 

 よろしいですか。 

 それでは、次に進みます。「②摂取量」について事務局から説明をお願いいたします。 

 

○猪熊課長補佐 それでは、５ページを御覧ください。「②摂取量」です。 

 主な御意見を御紹介いたします。国民のばく露実態を反映せず、飲料水の摂取寄与等を

過小評価したデータをもとに平均について摂取量を算出している。特に飲料水について、

汚染地域住民の生活実態を反映していないと考えられます。PFASが水に含まれていて、そ

の水で育てた農産物、畜産物、海産物を食べたら、人間の体内に分解されないまま蓄積さ

れると認識しました。魚介類に相当蓄積されている可能性が高く不安が募ります、といっ

た御意見をいただいておりました。 

 回答案を御説明いたします。食品からのPFAS摂取量の推計については、農林水産省が実

施したトータルダイエットスタディの結果を評価に用いました。 

 また、環境省による血液のPFOS、PFOA濃度の結果は、海外の一般住民の結果と同程度で

あり、経年的には下がっている傾向であると考えております。 

 13行目からになりますが、海外における食品中のPFOS、PFOA濃度の分析結果では、魚介
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類、狩猟動物の肉・内臓において高い濃度が認められているものの、調査された魚種の結

果から傾向等を評価するにはデータはまだ不十分であると考えます。 

 高いPFAS濃度が報告されている飲料水を含む食品からの摂取量を評価するためには、別

途調査が必要であると考えます。 

 摂取量につながる飲料水や食品等の実態調査を進めることが重要と考えますとしており

ます。 

 説明は以上です。 

 

○姫野座長 ありがとうございます。 

 ただいまの事務局からの説明について、委員の先生方、何か御意見、コメント、追加等

ございますでしょうか。 

 よろしいですか。 

 私のほうから、少し追加をしたいことがあるのですけれども大丈夫ですか。 

 発がんのところでも出てくると思うのですが、その物質がどのぐらい危険であるかとい

うハザード評価だけでなく、リスク評価では摂取量、ばく露量が非常に重要なファクター

になります。評価書の中で、どのぐらいのPFASを食品や水から摂取しているかというデー

タが限られている、データがないということを書いたのですが、実はヨーロッパでは19か

国の摂取量について食品群ごとに非常に丁寧な仕事がなされています。評価書案の156ペ

ージから157ページにグラフがございますので後で見ていただければと思うのですが、PFOS

はどの国も大体0.5～1 ng/kg/日、体格によって違うので、体重1 kg当たりにするとヨーロ

ッパは0.5～1 ng/kg/日ぐらい摂取している。日本も限られたデータなのですが、0.5～1 

ng/kg/日ぐらいというのはまとめにも書いてあると思います。PFOAは157ページにあるか

と思うのですが、0.1～0.3 ng/kg/日ぐらいというのがヨーロッパの19か国のデータであ

ります。日本も大体同じです。 

 何でこんな数字を言ったかというと、指標値のところでも、どうしてアメリカのような

低い基準にしないのですかという御指摘をたくさんいただいているのですが、アメリカの

EPAが出してきたPFOSの指標値というのは、同じ単位でいうと、0.1 ng/kg/日なのです。日

本もヨーロッパもPFOSは0.5～1 ng/kg/日ぐらい摂取しているのですが、アメリカは0.1 

ng/kg/日が安全に関する指標値であると。PFOAは、ヨーロッパも日本も大体あちこちで出

てきているデータを見ると食事からの摂取量は0.1～0.3 ng/kg/日なのですが、アメリカ

の出してきた指標値は0.03 ng/kg/日、どちらも10分の１ぐらいなのです。 

 この委員会は食品安全委員会なので、我々にとって、バックグラウンドレベルで特に水

の汚染がない地域で食品からPFOS、PFOAをどのぐらい摂取しているかという情報は非常に

大事です。それを調べると、アメリカが出してきた指標値の10倍ぐらいの量を、日本だけ

でなくヨーロッパや世界中の人々が食品から摂取しているわけです。誤解されてはいけな

いのでちゃんと言いますけれども、普通に食事から摂取している量だから安全だ、と言い
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たいのではなくて、アメリカが出してきた数値というのは、我々が通常の食事から摂取し

ているレベルの10分の１のレベルが、もう安全とは言えないという数値なんです。それが

本当にどのぐらいのエビデンスがあってそういうことを言えるのか。もし本当だとしたら

それは非常に大事なことなので、それは一体どういうデータに基づいているのだろうかと

いうのが、この１年間の我々の中心的な悩みだったわけです。 

 ですから、水質基準を変えないように設定したのではないのですか、みたいな声もあり

ましたけれども、そういうふうに言われて私自身は実は非常にびっくりしました。我々の

悩みは、普通に我々がこれだけフッ素樹脂とかフッ素加工したものに囲まれて生活してい

る中で、世界の人々が普通に食事から摂取しているレベルの10分の１ぐらいの値を、米国

のように指標値として決めるとしたら、やはりきちんとしたエビデンスの検証が必要だろ

うということをほぼ１年間やってきたわけです。 

 パブリックコメントでいただいた御意見は、かなり水の問題が多くて、それは最近の報

道を見ていましても、私自身もこれはすごいなと思うようなデータが出てきて、不安を感

じるところはあると思うのですが、食品安全委員会のこのワーキンググループで議論して

きたのは、普通に食事から摂取するレベルの10分の１、あるいはもっと低い値からもっと

高い値まで、世界のいろいろな機関が出している数値は１万倍以上の差があるわけで、そ

れのどれが確からしいのか、どのエビデンスが、どのデータが本当に確からしいのかとい

うのを検証してきたという経緯があります。 

 最初に言いましたように、我々が行うリスク評価では、摂取レベル、ばく露レベルをき

ちんと把握するのが非常に大事です。ただ、日本のデータは非常に限られているという問

題があるのですが、世界的なレベルと日本のレベルは大まかに見てそんなに変わらないと

したら、米国のEPAが出してきたような低い指標値を出せるだけの根拠が我々のワーキン

ググループでの調査できちんと認められるだろうかと、そういう作業をずっとやってきた

ということをお伝えしたいと思います。 

 ただ、途中で言いましたように、勘違いされると困るのは、普通にバックグラウンドレ

ベルで摂取しているレベルだから安全だと、そういうことを言いたいのではないのです。

そのレベルで何か問題あるとしたら、やはり慎重にきちんと吟味する必要があるというこ

とを考えてやってきたわけです。今言ったような誤解を与える可能性もあるので、評価書

の中でなかなか書けなかった部分もあるのですが、今回そういう背景があったということ

をお伝えしたいと思います。我々が悩んできたのは、実はそういうところだったというこ

とです。 

 ちょっとしゃべり過ぎてしまいましたけれども、ほかの先生方、摂取量、ばく露量に関

して、パブコメの回答案に何か御意見ございますでしょうか。 

 もちろん現在いろいろなところで思いもしない発生源からの水質のPFAS汚染が問題にな

っております。高ばく露群に対するいろいろな調査も必要だろうと思いますが、その点に

ついては今日の最後の「今後への課題」のところでいろいろ評価書の修正もいたしました
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ので、そこでまた議論していただければと思います。 

 お願いします。 

 

○広瀬専門委員 広瀬です。 

 今日、途中で退席する予定があるので、少し先走ってしまうかもしれませんけれども、

今、座長が言われたように、食品安全委員会としては、低用量ばく露で起きる確からしさ

を検証してきたということもある一方で、高濃度ばく露の問題をどうするかというのは、

ある意味、ばく露データがまだ少ないというのは現実だったのかと思います。最後の提言

といったところでも触れていると思うのですけれども、ほかの国も含めて、日本も含めて、

そういった広範囲でのデータ収集をやった上で、ここからはマネジメントの話、政策の話

になってしまうのですけれども、座長が言われたようなことができるかどうかということ

について議論できるデータを収集していくべきであろうと個人的には思っているところで

す。 

 以上です。 

 

○姫野座長 ありがとうございます。 

 ほかの先生方、いかがでしょうか。 

 よろしければ次に行きたいと思います。 

 それでは、「③肝臓、脂質代謝」について事務局から説明をお願いいたします。 

 

○猪熊課長補佐 ６ページを御覧ください。 

 主な御意見を御紹介いたします。血中のALT値の上昇や、コレステロール値の上昇につい

て、将来的な疾患に結びつくと考えられます。国外のリスク評価機関は、血中ALT値、コレ

ステロール値上昇リスクを指標値算出に用いているといった御意見をいただいておりまし

た。 

 回答案を御説明いたします。疫学研究については、血清ALT値の変動の範囲は肝機能正常

閾値内に収まる程度で、明確な用量反応関係は不明です。ALT値の増加がのちに肝疾患に繋

がることも示されておらず、臨床的意義は不明です。 

 血清総コレステロール値の増加との関連についても、複数の疫学研究が報告されている

ものの、横断研究であること、研究間で結果が一致していないこと、増加の程度が軽微で

あること、疾患に結びつくか否かが不明であり臨床的な意義が不明であること、用量反応

関係が確認できなかったこと等の問題点があります。このため、指標値を算出することは

困難であると判断しましたとしております。 

 説明は以上です。 

 

○姫野座長 ありがとうございます。 
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 それでは、肝臓と脂質代謝についての回答について、特に御担当いただいた先生を含め

て何か御意見ありますでしょうか。 

 広瀬先生、お願いします。 

 

○広瀬専門委員 この部分は、私が担当したかと思っています。これ以外のほかのエンド

ポイントもそうなのですけれども、低用量で起きると思われている影響と動物への影響と

の間に乖離もあることに加えて、用量関係は、これまでいろいろな化学物質を見た中では、

通常の化学物質という言い方をすると語弊があるかもしれませんけれども、通常の化学物

質のようにリニアに用量が上がると影響も出るというようには見えないという感触を個人

的に思っています。 

 そういう意味では、低用量で影響があるかどうかの疫学調査が必要であると同時に、メ

カニズム的にどんなことが用量に応じて起きているのかというようなデータも今後取るこ

とが、この質問に対しての回答というわけではありませんけれども、必要なのではないか

と思いました。 

 以上です。 

 

○姫野座長 ありがとうございます。 

 川村先生、手を挙げていらしたようですが、お願いいたします。 

 

○川村専門参考人 今、肝臓については、横断研究が多いということですが、肝臓の機能

が悪化するために排せつが悪くなる、あるいは内部に貯留するという可能性が十分にあり

得ること。それから、コレステロールについては、一般にコレステロールが高いほうがよ

くないという誤解があって、極端に高いのはよくないですけれども、普通の国民の大多数

が入る範囲では、高いほうがよくないのではなくて、むしろ日本人では低いほうがよくな

いといった現状もあるので、この辺りはこの文章だけで説明し切るのは少々難しいとは思

うのですけれども、口頭で補うことができれば、そういったところを説明することも必要

になってくるかと思います。この文章自体は間違ってはいませんので、回答はこれでよい

と思いますが、これでみんなが思っている誤解が解けるかなという疑問はないではないの

で、補足説明が要るかもしれないなと思います。 

 以上です。 

 

○姫野座長 ありがとうございます。 

 ほかの先生から何かございますでしょうか。 

 この回答案の８行目、９行目に、後の肝疾患につながるデータが示されていないという

こと、それから15～16行目の用量反応関係がちゃんと確認できない、それは一番下の19、

20行目にあるように、ALT値やコレステロール値がばく露レベルが高くなると直線的に高
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くなっていくということがないということです。つまり、あるところで頭打ちになって、

むしろ過去に高濃度ばく露を受けたところの健康調査のデータで実はあまり影響が出てい

なかったりと、非常に混乱するような状況が調べれば調べるほど出てきまして、低濃度の

ところで少し上がるという論文は非常にたくさん出ているので、関連は否定できないと思

うのですが、そういう状況の中で指標値を算出するのが困難であったという状況かと思い

ます。 

 ほかの先生、よろしいですか。 

 それでは、次に行きたいと思います。「④甲状腺機能と甲状腺ホルモン」について事務

局から説明をお願いします。 

 

○猪熊課長補佐 ７ページを御覧ください。「④甲状腺機能と甲状腺ホルモン」です。 

 主な意見として、動物実験においてT3、T4への影響を認めながら、TSHへの影響が見られ

ないから影響がないとの判断を下しているが、不当な判断である、との御意見をいただい

ておりました。 

 回答案を御説明いたします。げっ歯類での甲状腺ホルモンの低下は、げっ歯類特有の影

響が反映されたものであり、カニクイザルでは低下がみられなかったことを踏まえると、

げっ歯類での試験結果をヒトに適用できない可能性があると考えます。 

 一方、疫学研究においては、甲状腺ホルモンレベルはほとんど変化していない、又は一

部でのみ上昇・低下がみられているなど結果に一貫性がみられていないことから、健康影

響があるとまでは言えないと判断しました。 

 説明は以上です。 

 

○姫野座長 ありがとうございます。 

 委員の先生方から、甲状腺に関して何か追加の御意見、コメント等ございますでしょう

か。 

 甲状腺については、コレステロールもそうなのですが、げっ歯類とヒトとでどうもデー

タが必ずしも一致しないということがあります。甲状腺ホルモン代謝というのは、げっ歯

類はある独特のものを持っているということは以前から分かっていて、ほかの化学物質の

健康影響評価でも常に問題になるところです。それから、ヒトのデータもいろいろ調べた

のですが、一部の集団で上がる、あるいは下がる、あるいは関係ないという非常にばらば

らなデータです。 

 ただ、甲状腺ホルモンに関しては、妊娠期間に甲状腺ホルモンが非常に重要な役割をす

るわけですので、13行目以降にありますように、「今後への課題」で出生時体重の低下に

ついての甲状腺ホルモンの寄与、あるいはその機序についてどうなっているのか解明が求

められるということを「今後への課題」として記載しております。 

 何か追加コメントございますでしょうか。 
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 よろしければ次へ行きたいと思います。次は「⑤生殖・発生」について事務局から説明

をお願いいたします。 

 

○猪熊課長補佐 ８ページを御覧ください。「⑤生殖・発生」についてです。 

 主な御意見を御紹介します。新生児の体重抑制効果について、複数の疫学研究が多く報

告されているのにも関わらず、限定的として取り上げず、一方、動物実験のデータを採用

しているのは論理的でない。日本は、OECD加盟国の中でも、最も低体重児の出産が多いこ

とが知られています。動物実験及び疫学調査で同様の傾向が認められているからには、リ

スク評価で用いるべきではないかといった御意見をいただいております。 

 回答案を御説明いたします。PFASばく露がヒトの生殖・発生に及ぼす影響については、

複数の疫学研究の結果から、出生時体重低下との関連は否定できないと判断しました。し

かし、在胎不当過小（SGA）児、低出生体重児（2,500ｇ未満）、早産、流産、在胎週数を

エンドポイントとして、PFASへの母体ばく露の影響を評価した報告は限られており、一貫

性のある結果は得られていないことから、指標値を算出するには情報が不十分であると判

断いたしました。 

 動物実験でみられた体重増加抑制等については、高用量でみられた影響であり、骨化遅

延などの成長障害が認められたことから、動物試験の結果は疫学研究でみられた出生時体

重の低下とは分けて考えることが適当と判断しました。 

 出生時体重については、集団の平均値としてどの程度の低下を健康への悪影響と捉える

かについては、現時点では定まった見解はないと考えていますとしております。 

 説明は以上です。 

 

○姫野座長 ありがとうございます。 

 それでは、生殖・発生について委員の先生方から何か追加コメント等ございますでしょ

うか。 

 中山先生、お願いいたします。 

 

○中山専門委員 ありがとうございます。 

 出生時体重が低下するということについては、様々な疫学的な調査の結果があるという

ことはそのとおりだと考えていますけれども、ここに示していますとおり、ある一定のカ

ットオフを超えるような、そういうところをエンドポイントとした場合には、まずは報告

が限られているということである中でも、一貫性がある結果が得られていないというよう

なこと、これが今回の重要なポイントであっただろうと思います。 

 特に流産等については、疫学的にも測定が難しい、定義というか測定自体が難しいとい

うこともあり、かなり研究の質自体も我々としても評価をした上で結論を出していますけ

れども、一貫した結果が得られているわけではないとするのでよいと思います。 
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 最後の18行目以降の部分で、US EPAが、出生時体重の分布が低体重の方向に移行するこ

とによって2500ｇ未満の低出生体重児の増加が見込まれると仮定して指標を算出したとい

うことについては、出生体重のように平均値と標準偏差がある集団でほぼ安定していて、

かつ、ばく露に対して影響の平均値の減少がリニアに起こるというようなエビデンスに基

づいて行う過程において、ある程度の妥当性を持つ可能性はあるのですけれども、これが

広く行われているわけでは現状ではないということもありまして、これは出生体重だけで

はなくて、そのほかの検査値についても同じことが言えると思いますけれども、こういう

手法は今のところまだ広く行われているわけではなくて、今後リスク評価を行う際にこう

いう手法を取り入れていくべきであるのかということをしっかりと議論した上で、その結

果どういうふうになるのかということを科学的に検証した上で実施していくことが必要で

はないかと考えておりまして、EPAは今回のリスク評価には取り入れましたけれども、我々

としては今回これを採用していないというのはそういう理由からということだろうと思い

ます。 

 以上です。 

 

○姫野座長 ありがとうございます。 

 今の中山先生のコメントに対しても含めて、先生方、何か追加の御発言ありますでしょ

うか。 

 最終的に指標値としてこのワーキンググループで採用したのが動物試験での生殖影響で

あったということ。それから、生殖影響以外のいろいろな健康影響について、日本のデー

タが非常に不足していて、この調査が難しかったのですが、生殖発生については北海道ス

タディという北海道の母親と子供を追跡する非常に貴重な研究でいろいろなデータが出て

おります。この評価書では北海道スタディでPFASが関連する22報ぐらいの論文をほぼ全て

引用して吟味しております。ヒトでの疫学的な研究成果に基づいて何か指標値を決めると

したら、一つの可能性があるエンドポイントだったわけですが、いろいろ議論を重ねて、

今の中山先生の御発言もありましたように、今のところ出生時体重が減るというデータに

ついて、世界中で有意な差があるとの報告とか、日本の場合には北海道コホートと札幌コ

ホートで出たり出なかったりとか、女の子と男の子で違いがあって、女の子でしか影響が

見えないとか、いろいろ微妙なデータも非常に多いのですが、そこから数値を決めるには

今のところ情報が十分ではなかったという判断をしたわけです。 

 それから、実際には2,500ｇ未満の低出生体重児が増えるかどうかということが問題に

なるかと思います。日本はそこのデータがあまりないのですが、国際的にはいろいろなデ

ータが出ております。関連ありという論文もあるのですが、関連がないという論文も実は

非常にたくさん出ていて、結果にあまり一貫性がない状態だと思います。 

 パブコメで出てきましたが、日本は低出生体重児がOECD加盟国の中で最も多いと。実は

私が書いている教科書でもこのことを書いていまして、これについては非常にいろいろな
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検討が既に行われております。日本産婦人科学会が、これまで妊婦の体重抑制を非常に強

く求めていたのですが、数年前に態度を180度変えまして、妊婦さんはもっと体重を増やし

ましょうという勧告を出して、厚生労働省もそれに応じた勧告、妊婦さんは体重を増やし

ましょうと。つまり、妊婦の低栄養というか、体重抑制が一つの要因ではないかと。いろ

いろな要因があり得るわけですが。それから、日本の女性の痩せの状況というのは国際的

にも突出していて、健康日本21という国の健康増進政策の中で、20代、30代の女性の痩せ

の率を減らすというのを国の健康増進の目標値に設定しているぐらいなのです。ですから、

このパブリックコメントで出てきた日本の低出生体重児の割合がOECD加盟国の中で、出生

の９％ぐらいですから10人に１人という非常に高い数値であることは我々も十分認識して

おります。そのことに対して、今や国が全面的にこの問題に向かって対応している状況で

あるということを一応お伝えいたします。 

 実際にPFASの影響で2,500ｇ未満の子供が増えているのかというデータに関しては、我々

も再度吟味をしたわけですが、関連ありとする論文もあるのですが、関連なしという論文

もあるという状況であります。 

 最近、NHKの『クローズアップ現代』で現状を報告する番組があって、その中で、流産に

関する不安があるというような報道もありました。我々の作った評価書で流産という項目

を立てていなかったので、後半の評価書の最終的な報告で出てくると思いますが、流産が

増えているかどうかという論文についても担当者で再度検討し直していただきました。メ

タアナリシスといういろいろな論文をまとめて解析する論文では、リスクの指標の値を全

体で平均するとちょっと関連があるのではないかという論文があったのですが、その基に

なった５つの論文をもう一度きちんと見てみますと、実はアメリカで非常に高濃度汚染が

あったところでは関連があまりない。スウェーデンとデンマークの通常のばく露レベルの

ところでPFOAでだけ流産リスクが、少しなのですが、増えている。そういう状況であると。

全体として、流産に関して今はっきりとした知見があると言える状況ではない。それと、

流産について調べるのは非常に大変だということもよく分かりました。流産を調べた論文

がどうやって流産を定義しているかを見てみますと、インタビュー調査で流産しましたと

いう自己申告に基づくものもあれば、妊娠の尿検査テストで一度陽性になった人が、陰性

に変わったらこれを流産と認めるとか、また、在胎何週までを流産とするかについても、

12週だったり、21週だったり研究によってまちまちで、横並びに全部比べるのがなかなか

難しい状況だということも分かりました。 

 もちろん流産が増えることについては、個人レベルでは非常に心配があることだと思い

ますが、現時点では、集団レベルでPFASと流産との関連について一定の確実なエビデンス

が得られている状況ではどうもないようだという判断をしております。これについては、

我々の評価書で、流産に関して記述が不足していたところがあって、今回、修正版を出し

ておりますので、そこでまた説明があるかと思います。 

 生殖・発生は非常に重要なところかと思いますので、委員の先生方、ほかに何かコメン
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トございましたらお願いいたします。 

 池田先生、お願いいたします。 

 

○池田専門参考人 ありがとうございます。池田です。 

 北海道スタディに関してだけ少し補足で説明をさせていただきます。 

 北海道スタディ、大規模なコホートでは出生時体格に関しての影響のほうは検討してい

たのですけれども、先ほど姫野先生がおっしゃったように、低出生体重と在胎不当過小（SGA）

に関してはケースの数が非常に少なくて、影響を見るのが困難だったこと。あと、リクル

ート時期が妊娠初期だったのですけれども、流産になってしまうともうリクルートされて

いないというケースもありますので、恐らく通常の流産のケースよりもコホートに取り組

まれている人数は非常に少ないということ等もありまして、残念ながらまた論文化できて

いない状況になっております。 

 そういったこともありますので、それ以外のデータに関しては北海道スタディから非常

に多くの論文を評価書の中にも入れていただいておりますが、生殖・発生に関しては出生

時体格だけで、SGA、低出生体重については論文を引用することができなかったということ

で、それは今後検討していきたいと思います。 

 少しだけ説明を補足させていただきました。 

 

○姫野座長 池田先生、ありがとうございます。 

 ほかの委員の先生、何か追加コメントございますでしょうか。 

 

○中山専門委員 中山です。 

 先ほど座長もおっしゃったように、流産を捉えることがコホートでは非常に難しい状況

です。エコチル調査においても、妊娠初期からリクルートに努めたのですけれども、それ

でも妊娠がある程度安定した状態からスタートしているという出生コホートの特徴もあっ

て、流産がかなりの部分で捉え切れていないということはあると思いますが、例えば早期

流産については、子供側の染色体の異常がほとんどだろうと思いますので、12週以降22週

までの流産をどういうふうに捉えるかというのは非常に難しい問題だと思います。コホー

トによって捉え方が違っていて、我々としてはそこまで戻って検証した結果、エビデンス

レベルが十分ではないと今回判断したということでありますので、それを評価書に追加し

たということで、ここはメタ解析の論文だけを見て判断したわけではなくて、元の論文ま

で遡ってしっかりと評価したということが重要かなと考えておりまして、確かに御不安等

はおありと思いますけれども、科学的エビデンスとしては十分ではないと結論したという

のが我々の結論だと思います。 

 以上です。 
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○姫野座長 ありがとうございます。 

 あと、指標値を設定するのに動物試験でのデータを採用しているではないかという御指

摘もあると思います。14～17行目に書かれていますように、動物試験については、一般的

な毒性試験のルーチンとして繁殖試験をやっているという面もあるので、出生児への影響

という中でいろいろなものを見ておりまして、成長障害、骨がきちんとできないとか、微

妙なのですが目が開くのが少し遅れるとか、いろいろなことを調べています。その研究の

結果として、これは確からしさがかなり高いだろうという判断をしましたが、ばく露レベ

ルもヒトの場合とは違いますし、その結果をそのままヒトに適用できるかというと、ちょ

っと難しいのではないか。なので、これはヒトの話とはちょっと分けて、エビデンスとし

ての確からしさが非常に高いものとして採用したということです。 

 もちろん疫学データから何か指標値が出せればいいですし、PFASの前に私はカドミウム

の再評価の評価書を作ったのですが、そこではもちろん疫学データに基づいて指標値を設

定しました。ただ、動物試験が全然駄目かというと、動物試験というのはきちんとした研

究計画を立てて、複数の研究機関で同じやり方で同じデータが出るかどうか再現性も調べ

られますし、もちろんデメリットもあるのですが、証拠としての確かさという意味では、

動物試験というもののメリットもあると理解しております。 

 ほかに委員の先生方よろしいでしょうか。 

 それでは、このような回答でよろしいですね。 

 次に、「⑥免疫」について事務局から説明をお願いいたします。 

 

○猪熊課長補佐 10ページを御覧ください。 

 主な御意見を御紹介いたします。敏感な集団（胎児～幼児期）の疫学研究で得られた重

要な陽性所見を採用し、彼らを保護するためのRfDを算出すべき。フェロー諸島の研究によ

る免疫毒性は、魚食が多い日本人に対する影響を示唆している可能性がある。複合影響を

考慮して見直すべきといった御意見をいただいております。 

 回答案を御説明いたします。ワクチン接種後の抗体応答の低下との関連について、報告

における証拠の質や十分さに課題があり、指標値を算出するには情報が不十分であると判

断しました。 

 海外の評価機関で採用された文献のほとんどは、フェロー諸島で進められた研究ですが、

フェロー諸島では主なばく露は鯨肉の摂食によるもので、PCBやダイオキシン類等の残留

性有機汚染物質にもばく露されていること。PCBのばく露レベルは日本のデータに比べて

20倍程度高いことが分かっています。 

 また、フェロー諸島の研究を実施したグループは、母体血清PFASだけでなく、母体血清

PCB濃度が高いと破傷風／ジフテリアの抗体価が低下することもしています。 

 血清PFAS濃度と血清PCB濃度は相関性があるとの報告もあり、PFASばく露の影響とその

他の残留性有機汚染物質ばく露との影響を切り分けた検証は行われていないことから、抗
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体応答低下に対するPFASの影響について評価するには情報が不十分であり、また、指標値

を算出することは困難であると判断しましたとしております。 

 説明は以上です。 

 

○姫野座長 ありがとうございます。 

 免疫について、委員の先生方から御意見ありましたらお願いいたします。 

 では、まず中山先生。 

 

○中山専門委員 私から最初にお話しさせていただきたいと思います。 

 免役につきましては、主に担当した委員の中でも非常に苦労したところではあります。

海外の機関で取り上げられていたりしているところもあって、非常に慎重に一つ一つの研

究について吟味をしました。特に疫学調査につきましては、この回答にもあるとおり、主

に出どころがフェロー諸島の研究であるということもあって、フェロー諸島については、

ここにありますとおり他の汚染物質との切り分けが非常に難しいということも含めて判断

をしています。 

 主な意見の２番目に、水銀やPCBとの複合影響を考慮して見直すべきであるというよう

な御意見がありますけれども、これにつきましても相乗的な効果があるのかということの

エビデンスは今のところないように思います。そうであれば相加的な影響であるというこ

とを仮定しますけれども、その場合に、では水銀やPCBの影響がフェロー諸島での研究で十

分に考慮されているかというと、必ずしもそうではなかったということがありまして、そ

れがPCBの影響なのか、あるいはそれ以外のものの影響であるのかということの切り分け

が非常に難しいということが考えられたというところが今回の評価の重要なポイントだっ

たろうと考えています。 

 今後、相乗的な効果があるのではないかというようなエビデンスが出てきた場合には、

見直していく必要もあるかもしれませんけれども、現時点では、疫学調査の結果から言え

ることはこういうことだろうと考えております。 

 また、我々は疫学の専門家と実験のほうの専門家両方で評価をしておりますので、その

辺りも含めて、エビデンスレベルとしては指標値を算出するというところまでは行かなか

ったというのが結論だと考えていますので、この回答は妥当ではないかと考えております。 

 以上です。 

 

○姫野座長 ありがとうございます。 

 免疫について、ほかの先生、何かコメント、追加御意見等ございますでしょうか。 

 福島先生、お願いいたします。 

 

○福島専門参考人 ありがとうございます。評価に携わらせていただいた一人として、一
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言述べさせていただきます。 

 事務局からお示しいただいた回答案は、免疫グループでの議論を落とし込んでくださっ

ていると思いますし、先ほど中山先生が補足されたことは、実際に免疫グループで悩みな

がら、元論文まで遡って一つ一つ吟味して、さらに海外の評価機関が公表された後のエビ

デンスも追加で検索をしまして、総合的に判断した結果を述べてくださったと思います。 

 免疫応答の低下との関連について、当グループとして完全に否定しているわけではなく、

そちらは評価書にも最後に文言として書いているのですけれども、パブリックコメントで

求められたような指標値を算出するところまでのエビデンスはないという判断であったと

いうことであります。 

 また、評価書にも書いておりますけれども、易感染性、アレルギー疾患といった疾患ベ

ースでのアウトカムについては、日本でも北海道スタディで調査をされているのですけれ

ども、抗体価をエンドポイントとした場合の評価については現在のところ論文としては公

表されていないということも分かりましたので、これらのエビデンスが今後待たれるとい

うところも評価書に書いてございます。 

 私からは以上です。 

 

○姫野座長 ありがとうございます。 

 ほかに御意見ございますでしょうか。 

 時間的経緯で言うと、海外の評価機関が、主にフェロー諸島のデータに基づいて、ワク

チンの効果が減弱されてしまうのではないかというのに基づいて指標値が出された後に、

いわゆる新型コロナワクチンの影響はどうかという研究が続々と出てきました。しかも、

アメリカとかスウェーデンで非常に高濃度ばく露があった地域での検討が行われました。

微妙なところもあるのですが、全体としてどうも関連なさそうだという結果です。ただ、

コロナワクチンですから、老若男女全員を対象にしたということで、フェロー諸島のよう

な子供を対象とした研究とは違うとか、そもそもワクチンのタイプが全然違うとかいろい

ろなことがあるので、新型コロナワクチンで関連がないからこれは関係ないですよとまで

は我々も言っていないですし、まだ十分に検討が必要なところだろうと思います。何らか

の関連はありそうだけれども、ここでフェロー諸島のデータに基づいて出されてきた非常

に低い指標値、それこそ先ほど言いましたように通常の人々が摂取しているレベルの10分

の１ぐらいのレベルで本当にこのようなことが起こるのかどうかについて、我々として指

標値を設定するためのエビデンスとしてまだ十分さが足りないと考えたわけです。 

 ここまでのところが、肝臓、脂質、生殖影響、免疫ということで、非発がん影響です。

非発がん影響全体として、動物試験の結果とヒトでの疫学研究のデータに必ずしも一致す

るような傾向が見られないことが多々あって、コレステロールに関しては、ヒトでは上昇

するけれども、動物では低下してしまうとか、甲状腺ホルモンについても、げっ歯類独特

の特徴があったり、免疫についても、動物試験はもちろんたくさん行われているのですが、
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かなりの高濃度を投与すると何か起こるというデータでした。免疫や脂質、肝臓への影響

で、ヒトでのデータが駄目ならば動物の結果で、というふうに使えるような動物試験のデ

ータがなかなか得られなかったという経緯です。 

 先生方から何か追加コメント等ございますでしょうか。 

 それでは、続きまして「⑦発がん性」に行きたいと思います。まず事務局から説明をお

願いいたします。 

 

○猪熊課長補佐 11ページを御覧ください。「⑦発がん性」です。 

 主な意見を御紹介いたします。発がん性について、「証拠は限定的」と記しているが、

これは国際がん研究機関（IARC）による「発がん性がある」との評価に一致しない。食品

安全委員会でも、国際的知見を受け止め、発がん性を認めるべき。どのくらい摂取すると

がんのリスクとなるのか知りたいといった御意見をいただいております。 

 回答案を御説明いたします。IARCによる発がん性分類は、ハザード（危害要因）評価と

して、発がんの原因となり得るかどうかの根拠の程度がどれくらいあるかを示しており、

各要因の発がん性の強さを示すものではありません。実際の生活環境下で、実際にがんが

発生する可能性の大きさとその影響の程度（リスク）を示すものでもありませんと御説明

しております。 

 14行目から、IARC（2023年）では、疫学研究に関して、PFOAは証拠は限定的、PFOSは証

拠は不十分と判定しています。本ワーキンググループでは、PFOAについては腎臓がん、精

巣がん、乳がんと関連があると報告はあるものの、結果に一貫性がなく証拠は限定的、PFOS

については証拠は不十分としており、IARCの判定と同様の判断です。 

 また、23行目から、次のページに参りまして19行目まで、評価書にも記載してあること

を書いておりますが、これらのことから、21行目に参りまして、ヒトでの発がん性がある

と明確に判断するまでの確からしさはないと考えております。 

 なお、Health Canadaでも、2016年の評価において、PFOAと腎臓がん及び精巣がんとの関

連性が示されているものの、研究間の一貫性の欠如やデータの不確かさにより、指標値の

算出には用いられないとしております。 

 御説明は以上です。 

 

○姫野座長 ありがとうございます。 

 それでは、発がん性について先生方、何か御意見ありましたらお願いします。 

 祖父江先生、お願いします。 

 

○祖父江専門参考人 パブコメでいただいているのは、IARCと判断の結果が違いますと。

IARCのほうの判断を採用すべきということが御指摘されておるわけですが、その回答とし

て、IARCの判断が疫学と動物と発がんの機序の３つからなっているので、それを丁寧に説
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明する。ちょっと違いますというか、疫学は同判断なのですけれども、動物と機序のとこ

ろの判断が、IARCのほうが高いレベルであるとか、強い証拠であるとか、十分であるとか

いうような判断になっていくというのに対して、我々はそうではないと。 

 それだけだとちょっと分かりにくいのかなと思いまして、12ページ目の９行目に、IARC

の３つのコンポーネントの組合せの判断が新しくなっていますということを紹介して、

2019年のPreambleから、どちらかというと疫学というよりも動物実験と発がん機序を重要

視するような判断基準になっていますということを説明し、それから、IARCのほうがリス

ク評価機関として上位にあるような感じを皆さん持っておられるかもしれないですけれど

も、そうではなくて、独立の判断で、諸外国でも必ずしもIARCが言ったことを採用してい

るわけではないということを、何か実例があるといいかなと思って、Health Canadaでは、

PFOAに関して指標値を用いていませんというようなことを例示してもらうと、我が国だけ

が違うことをやっているわけでもないということを分かっていただけるのかなと思って、

付け加えていただいたというところです。その辺りです。 

 以上です。 

 

○姫野座長 ありがとうございます。 

 今の祖父江先生の発言にありましたように、2019年よりも前は、IARCがクラス１と言っ

た場合には、ヒトに発がん性を起こす確たる証拠があるというのが我々の理解だったので

すが、IARCのほうが３つの組合せで決めるというように基準を変えてしまった。もちろん

ヒトの疫学データについて、今回のIARCでも検討しているのですが、そこでは証拠は限定

的であるとしています。限定的というのはちょっと分かりにくい表現かもしれないですが、

十分と不十分の中間ぐらいということだと思うのですが、我々のワーキンググループの結

論も、ヒトの疫学データは限定的である、です。発がんについてIARCと一致するべきだ、

という御意見があるのですが、その部分は実は一致しているのです。 

 IARCからは２ページの報告書しかまだ出ていない状況なのですが、その２ページの報告

を見る限り、動物実験とメカニズムについては肯定的です。ただ、動物でのPFASによる発

がんは特殊なメカニズムがあって、ラットではPFASのように脂肪代謝に影響を与える物質

で発がんが起こるというのは割によく知られていたことで、実はマウスではあまり起こら

なかったりするのですが、動物で起こるからそのまま人に応用できるかどうかという問題

はあるのですが、確かに動物で起こるか起こらないかで言えば起こっている。 

 メカニズムに関しては、この２ページの報告では詳細がまだよく分からないところもあ

るのですが、免疫が関わっているだろうと言っています。ただ、子供へのワクチンの効果

が薄れるというエビデンスを示して、がん免疫がおかしくなるのではないかという、ちょ

っとサイエンティフィックに疑問が残るような表現も出てくるのです。ですから、我々と

しては、IARCがクラス１だと言ったからといって、それに大きく影響を受けなければいけ

ないわけではないと思います。むしろヒトでのデータについては、IARCが言っていること
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も我々が言っていることもほぼ同じです。 

 それと、以前のこの会議でも出てきましたけれども、IARCは必ずしもリスク評価をして

いるわけではありません。リスク評価の一部であるハザード評価、回答の５行目にもあり

ますが、簡単に言えばこの物質がありとあらゆる条件をいろいろやれば発がん性がありな

のかなしなのかという部分の判断をしているので、実際に人々がどのぐらいばく露されて

いて、どのような用量反応関係があってというような、リスク評価全体を行う機関ではな

いということも注意が必要かなと思っております。 

 祖父江先生、私、間違ったことを言っていないでしょうか。 

 

○祖父江専門参考人 そのとおりです。 

 

○姫野座長 発がん性があるというのは非常にインパクトのある特徴で、報道でも「発が

ん性が疑われるPFASが」という枕言葉が頻繁に出てきます。ただ、ヒトについては、日本

のデータはまだ我々の手元にほとんどないのですが、これまでの海外の論文を見ると、十

分とは言えないけれども、不十分でもないかもしれないという微妙な、限定的なデータが

あるだけという状況ですよとIARCが言っていて、我々もそうですねと、同じ論文を読んで、

同じ評価をしている状況です。 

 ただ、発がんについては、人々にとって非常に不安の原因となるのは当然のことです。

ただし、がんへの影響というのは、長期間の調査をしないとなかなかはっきりとした証拠

を出せないので、これから日本のいろいろながん研究のコホートとかもありますし、そう

いうところでPFASの影響とかも見ていっていただきたいと思っております。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、次に進みたいと思います。「⑧評価全般」について事務局から説明をお願い

いたします。 

 

○猪熊課長補佐 13ページを御覧ください。「⑧評価全般」についてです。 

 主な意見を御紹介いたします。疫学調査の論文の取扱いが軽視されている。数報の疫学

論文をまとめたメタアナリシスの所見を採用すべき。「疑わしきは止める」が委員会の責

務である。PFASに関する毒性研究を推進していただきたいといった御意見をいただいてお

ります。 

 回答案を御説明いたします。疫学研究については、PFAS摂取量を直接測定できないこと、

居住地の住所情報から血中PFAS濃度を推測した研究等があること。観察研究であって、多

くは横断研究であり、因果関係を推定するためには交絡要因の調整の確認が必要であるこ

と等を踏まえて、その情報の確からしさ、十分さを検討しました。 

 メタアナリシスについては、詳細なばく露レベルの把握・分析が困難になることから、

参考にした上で、そのもとの個々の学術論文に遡って検討しました。 
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 PFASと各種健康影響との関連及び生体への作用機序については、リスク評価に利用する

ためには今後の研究のさらなる進展が必要ですとしております。 

 説明は以上です。 

 

○姫野座長 ありがとうございます。 

 評価全般について、評価のやり方などを含めた御意見をここにまとめたという形ですが、

先生方、何かコメント、追加意見ございますでしょうか。 

 一部の意見で、メタアナリシスをもっとちゃんと見るべきだということですが、我々は、

メタアナリシスの論文そのものは引用文献としては挙げていないことが多いのですが、当

然メタアナリシスの論文の中に出てくる根拠とされた元の論文を吟味するという作業をや

っております。その上で判断をしたということです。メタアナリシスというのはいいとこ

ろも悪いところもありまして、いろいろな国のいろいろなデータをまとめて解析するとい

う利点もあるのですが、まとめてしまうために、個々の研究の背景とか対象者の違いとか

リスクの数値の求め方を全部丸めてしまって、えいやっと全体をまとめるとリスクが１よ

りちょっと大きかった、みたいなところもあります。なので、メタアナリシスの論文その

ものだけを頼りにするよりは、そこに出てくる根拠となった個別の論文を一つ一つ吟味す

ることも非常に重要だと考えて、もちろんメタアナリシスは参考にはなりますが、そのよ

うに考えて吟味をしてきたということです。 

 最後に「今後への課題」でも触れることかと思いますが、ここにありますように、リス

ク評価というよりはリスク管理に関して求めている御意見も結構あるので、これについて

は最後にまた述べたいと思います。 

 中山先生、お願いします。 

 

○中山専門委員 メタアナリシスのところに関して、システマチックレビュー、メタアナ

リシスというのはエビデンスのレベルとして非常に高いと考えられているところではあり

ますけれども、そもそもメタアナリシスをするとき一番重要なのは論文選定の部分でして、

その論文をきちんと評価するということが非常に重要になっています。そもそものメタア

ナリシスはRandomized Controlled Trial、無作為臨床試験のところをメタ解析するとい

うことがそもそもですので、無作為抽出試験をされているということは、試験のそれぞれ

の質がきちんと整っているということがある程度保証されています。ですので、そういう

試験を集めてメタ解析をするということは、有効な手段でもあるということがありますけ

れども、疫学調査、観察調査のメタ解析をするということは、自分自身でやってみても非

常に大変です。それぞれ何千という論文の中から何百というところまで絞ってきて、さら

に何十というところまで落とし込んでからその中身を評価するのですけれども、疫学研究

の場合は手法自体がすごくヘテロでありまして、それをメタ解析した結果の信頼性が必ず

しも高くないというのが現状だと思います。かつ、メタ解析をするということが論文化す
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るための早道だということもありまして、結構今そういうメタ解析がたくさん出てきてい

るという状況もあります。 

 したがって、観察研究のメタ解析に関しましては非常に注意をして取り扱う必要がある

と考えています。ですので、個々の論文まで戻っていくということは非常に重要だと思い

まして、我々もそういうことをやったということです。 

 以上です。 

 

○姫野座長 ありがとうございます。 

 あと、何で疫学のデータを採用しないのですかというような御意見もあるわけですが、

別に疫学を軽視したわけでも何でもなくて、かなり疫学論文を読み込んだわけです。しか

し、北海道スタディ以外はほとんど日本のデータがない状況です。今、中山先生もおっし

ゃいましたように、対象者の条件が違う海外のいろいろな疫学データで、何らかの関連は

ありそうだという論文はたくさんあるのですが、指標値を設定するのに使えるような、特

に日本でのデータに基づいた疫学研究があるかというと非常に厳しい状況で、我々として

も無念なわけです。 

 日本でのモニタリングのデータが非常に少ないということもついでに言いたいなと思い

ます。アメリカは、国民健康栄養調査で２年おきに5,000人以上の血中PFASレベルを今でも

追跡しております。何かの物質を使用禁止にした後に、それが本当にちゃんと人間の体の

中から減衰していっているのか、逆に代替物質が実はすごく増えているのではないかとい

うことを調べています。先進国で数千人のレベルでこのようなモニタリングをやっていな

いのは日本だけなのです。それについては、私が日本学術会議の連携会員だったときにシ

ンポジウムを開催させてもらって、そういうのが必要だということもやったことがありま

す。実は、日本でもヒューマンバイオモニタリングはあるのですが、何せ対象者数が100人

とかのレベルで、それに基づいて我々は何か判断をせざるを得ないという状況があります。

疫学研究データあるいは日本人のレベルに基づいて何かを判断するというのが非常に困難

な状況もあるということをお伝えしたいなと思います。 

 評価全般について、ほかに何かございますでしょうか。 

 

○中山専門委員 中山です。 

 疫学のデータについて１点だけ補足させていただきますけれども、エコチル調査でも

PFASについて評価をしておりまして、現在様々な研究が進んでおります。論文発表までに

少し時間がかかっておりますけれども、一つ一つの研究の質をしっかりと担保するという

ことを我々もやっておりまして、今後、そういう論文が発表されていくことが期待されて

おります。エコチル調査からの論文も、疫学調査の今後のエビデンスになっていくだろう

と期待しておりますので、今回の評価は今回の評価として、これ以降の評価に役に立てれ

ばと考えております。 
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 以上です。 

 

○姫野座長 ありがとうございます。 

 評価全般、全般なので全般的なコメントということになってしまうのですが、ほかに何

か先生方から御意見ございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、次に進みたいと思います。「⑨血中濃度」について事務局から説明をお願い

します。 

 

○猪熊課長補佐 15ページを御覧ください。 

 主な御意見を御紹介いたします。国内の高濃度汚染地域の住民の血中濃度のデータでは、

TDIに相当する血中濃度を超えている。米国で健康被害があると疑われる基準値を超えて

いるといった御意見をいただいております。 

 回答案を御説明いたします。国内での血中濃度に関する報告については、環境省が実施

した調査及び査読を受けた学術論文として掲載されている文献を評価に用いました。 

 ヒトにおける血中濃度の結果から、PFASを摂取・ばく露した量、時期、期間等を推測す

ることは現時点の知見では困難です。 

 PFASばく露が懸念される地域の住民における血中濃度の分布、高ばく露者の把握等の必

要性も含め、その結果に基づいて今後のリスク管理の方策や対応の優先度等について検討

することは重要と考えます。 

 血中PFAS濃度測定を実施する場合は、その目的や対象者、実施方法、フォローアップの

方法等について慎重に検討する必要があると考えます。 

 前回の資料では、主な意見として、今回設定したTDIを血中濃度に換算するととの御意見

を入れていましたが、その意見は指標値の項目に移動しています。また、２ポツ目、３ポ

ツ目の意見を追加しております。 

 説明は以上です。 

 

○姫野座長 ありがとうございます。 

 血中濃度について、委員の先生方、何かコメントございますでしょうか。 

 中山先生、お願いします。 

 

○中山専門委員 この回答の13行目からの段落ですけれども、あくまでも食品安全委員会

はリスク評価機関であって、リスク管理機関ではないということが重要であろうと思いま

す。ですので、リスク評価をした上で、リスク管理をやるのは別の機関であるということ、

これが日本における状況ですので、EPAなんかはリスク評価とリスク管理を一緒にやって

いますけれども、日本においては食品安全委員会はリスク評価を行うということが役割で
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すので、ここは食品安全委員会が言うのか、あるいは委員としてこういう考えを持ってい

るのですと言うのかというところはあるかと思いますけれども、一般的事項としてこのよ

うな回答になるのだろうとは思いますが、あくまでも食品安全委員会は評価をやっている

のだということをきちんとしておく必要があるかなと思いました。 

 以上です。 

 

○姫野座長 ありがとうございます。 

 全くそのとおりなのですが、血中濃度はどうなっているのだろうということに関する懸

念を持つ人々は今、非常にたくさんおります。食品安全委員会は血中濃度を測るための主

体にはなれないわけで、このような声が出ておりますということを他の機関にお伝えする

しかない状況だと思います。 

 それともう一つあると思うのは、１年半前にこのワーキンググループをスタートしたと

きと、この１年半の間に分かってきたことでちょっと違いがあります。思わぬところから

PFASが飲み水に入り込んできていて、住民の血中濃度が高くなっているということがあち

こちで分かってきたという状況の変化があります。多摩地区や沖縄だけではない、岡山な

んかでも出ておりますし、これからも思わぬところから出てくるかもしれない。しかし、

そういうところでの高ばく露者での健康影響について、このワーキンググループで評価で

きるようなデータが日本ではなかった。海外では、高ばく露を受けた人の血中濃度とばく

露量と健康影響がそろったデータが論文化されているので、我々はそれを参考にしたわけ

です。さっき、摂取量の項目のところで、特に水からの高濃度ばく露を受けていない通常

の生活で摂取するPFASの健康影響はどうなのだろうかを中心に検討してきた、という言い

方をしました。しかし、後から後からいろいろなところでPFAS汚染が発覚してきていると

いう今の状況の中で、人々は非常に不安を持っていて、しかし窓口が今ここのワーキング

グループしかないので、ここに対してパブリックコメントとして出してこられたのだろう

と私は理解しております。それがリスク評価なのかリスク管理なのかということを考えて

コメントされてきた方はほとんどいないと思いますので、こういう意見があるということ

はリスク管理側に伝える必要があると思っております。 

 ほかに血中濃度について何かありますでしょうか。リスク管理関連のことは、最後にも

またもう少し議論があるかと思います。 

 よろしいですか。 

 それでは、次に進みたいと思います。「⑩用量推計モデル」について事務局から説明を

お願いいたします。 

 

○猪熊課長補佐 16ページを御覧ください。 

 主な意見を御紹介いたします。独自の用量推計モデルの設定も含めた本格的なリスク評

価に着手すべき。不確実性が高い用量推計モデルを否定しているにもかかわらず、これに
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基づく毒性指標をもとにTDIを導出している根拠は何か。評価書（案）ではUS EPAのリスク

評価を採用しているが、不確実性が高い用量推計モデルを用いることは結論に矛盾してい

るのではないかといった御意見をいただいております。 

 回答案を御説明いたします。まず14行目に参りまして、現時点では、国際的に統一され

た用量推計モデルが利用できるという状況にはありません。海外評価機関で用いられてい

るモデルは、様々な仮定を前提として構築されているため、それぞれに不確実性が挙げら

れ、一長一短があります。評価に用いるための適切性については確認されており、それぞ

れの海外評価機関による算出されたHED等の数値を用いることは妥当であると判断しまし

た。 

 独自の用量推計モデルの設定については、現時点では、独自モデルを構築したとしても

リスク評価が精緻化するものではないと考えられます。今後の疫学調査の実施等によるデ

ータの充実が期待されますとしております。 

 説明は以上です。 

 

○姫野座長 ありがとうございます。 

 用量推計モデルについて、委員の先生方から特に追加コメント、御意見等ございますで

しょうか。 

 国際的に統一された用量推計モデルはまだないということと、日本独自のモデルをつく

るというのは時間的な問題でも難しいということと、つくったとしても結局はいろいろな

数値を入れてモデルを検証しなければいけない、数値は今までの他の評価機関と同様のも

のを使わざるを得ないということを考えると、現在のやり方しかないのではないかと考え

ております。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、10時半になりますので、５分間ほど10時35分まで休憩を入れたいと思います。 

 

（休  憩） 

 

○姫野座長 それでは、再開したいと思います。 

 続きまして、「⑪指標値」について事務局から説明をお願いいたします。 

 

○猪熊課長補佐 17ページを御覧ください。 

 主な御意見を御紹介いたします。今回の案はあまりにも緩過ぎます。予防原則に従って、

欧米の規制値等を暫定的に適用すべき。科学的な評価として証拠不十分だからTDIを決め

られなかったという結論にし、リスク管理機関に対しては、「ALARAの原則」に従って、達

成可能な限りできるだけ低くするという提言でもよかったのではないか。下のほうへ行き

まして、種間不確実係数を３としている根拠が不明。摂取許容量20 ng/kg/日を血液濃度に
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換算すると資料に記載のとおりの数値となり、米国科学アカデミーのガイダンスは、PFAS

血中濃度が20 ng/mL/日を超えると健康への影響の可能性が高いと言っていますが、どう

して安全と言えるのですかといった御意見をいただいております。 

 回答案を御説明いたします。まず12行目に飛びまして、本評価においては、科学的根拠

に基づく評価を行いました。 

 次のページに参りまして、２行目から、動物試験・疫学研究から得られた科学的知見を

検討した結果、指標値を示すことができる確からしい根拠の結果から、PFOS及びPFOAの指

標値としてそれぞれ20 ng/kg/日を算出し、TDIとすることが妥当と判断しました。 

 このリスク評価は、リスク管理機関が以前に参照した数値については考慮せず、リスク

管理機関から独立して科学的知見に基づいて行ったものです。 

 22行目に飛びまして、ただし、将来的に、今回の検討時には不十分であったPFASの健康

影響に関する研究・調査結果の一貫性、影響の度合いの臨床的意義、用量反応関係等に関

する情報等の科学的知見が集積してくれば、TDIを見直す根拠となる可能性はあると考え

ます。 

 32行目に参りまして、不確実係数については、一般に、種間不確実係数10及び種内不確

実係数10が用いられ、各々の係数は、トキシコキネティクス及びトキシコダイナミクスに

分割できるとされており、EPA（2016年）の評価においても、トキシコダイナミクスの種間

不確実係数として３を割り当てています。 

 19ページの１行目に飛びます。今回は、種間不確実係数はトキシコダイナミクスの３、

種内不確実係数は10が適当であると判断しました。 

 追加の不確実係数の利用についても検討しましたが、科学的根拠に基づく適当な不確実

係数を設定することは困難であると判断しました。 

 米国科学・工学・医学アカデミーは、血清／血漿濃度が20 ng/mLを超過しても必ずしも

健康影響を及ぼすものではないとしており、これはばく露の現状把握とその対策助言を目

的としたリスク管理の観点からの提言であると考えます。 

 食品健康影響評価においては、科学的な知見・根拠に基づいて、リスク評価を行ってい

ます。一方、「未然防止」の観点や「ALARAの原則」については、リスク管理を検討する上

で考慮されるものと考えますとしております。 

 説明は以上です。 

 

○姫野座長 ありがとうございます。 

 それでは、指標値について、委員の先生方、追加コメント等ございましたらお願いいた

します。いかがでしょうか。 

 個別のエンドポイントについては、ここまでそれぞれのエンドポイントについて一応説

明してきたことと重なるかと思います。ただ、我々もデータがまだ不十分であるというこ

とは非常に強く感じておりまして、22～24行目のところにありますように、将来的に情報
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がさらに蓄積してきた場合に、TDIを見直す根拠となる可能性はあると考えておるという

ことで、一応評価書にもそのように書いております。 

 複合影響については、私も個人的にPFOSとPFOAを合わせた値で何か指標値を設定できな

いかと思ったときもあるのですが、そういう証拠がほとんどないのです。動物試験でも、

PFOSとPFOA両方打ったらどうなるかみたいな実験すらない。ヒトの場合にはいろいろな

PFASの分子種を調べているわけですが、そのことでこれとこれを足すと１足す１が２には

ならずに３か４になるかどうかとか、１足す１が1.5になるかとか、そういう定量的な評価

をした研究はほとんどないという状況で、複合ばく露について何らかの指標値を設定する

のはやはり困難かなということになりました。 

 それから、不確実係数について３はおかしいのではないのかという御意見が出ておりま

すが、３を使った根拠になっている評価は、18ページ目の一番下、38行目にありますが、

HEDに換算して、HEDというのはHuman equivalent doseの略なのですが、要するにその時点

で既に動物の知見のデータからヒトに換算するというところをやった上で、さらに３を用

いているということなので、不確実係数というのは種が違う、それから個体差が違うとい

う両方を考えるのが普通なわけですが、種の違いは既に考慮されているということで、３

を使うのがおかしいとは判断しておりません。 

20ページ、３～４行目に追加の不確実係数の利用についても検討しましたがとあるのは、

例えばATSDRが動物試験の生殖影響での結果で出した指標値に対して、さらにヒトで免疫

機能が低下するという情報があるから、追加の不確実係数を使ったという例もあるのです。

ただ、これについても、違うエンドポイントの結果をいきなり不確実係数で持ってくるの

はどうなのだろうかということで、ちょっと難しいだろうと。もう一つは、20 ng/kg/日と

いう数値をたとえば３で割ってみましたということをやったときに、その３という数値は

どのような科学的根拠があるのですかと問われたときに、我々は科学的根拠を説明できる

だろうかというようなこともいろいろありました。追加の確実係数を使って、20 ng/kg/日

よりちょっと低い値になるという可能性はないのかなということも考えたわけですが、そ

れはあまりサイエンティフィックな判断にはなっていないということで、あくまで科学的

根拠に基づいて採用できる数値として判断すると、追加の不確実係数というやり方を持ち

込むことについてはあまり判断の根拠が示せないだろうということになったと思います。 

 指標値というのは、結局、その先のリスク管理につながることなので、リスク管理に関

連した御意見が非常に多かったかと思います。 

 

○紀平評価第一課長 通信が滞っておりますので、少しお待ちください。 

 

○姫野座長 失礼しました。リスク管理に関して19ページの16行目からあります。まずは、

今回設定したTDIを踏まえた対応が速やかに取られること、これは評価書にもそういうふ

うに明記しております。それから、PFASにばく露され得る媒体、飲料水、食品等における
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濃度分布に関するデータの収集を早急に進めること。今回いろいろお叱りもあったように、

飲み水に関してのデータが不十分ではないかという御指摘もあるわけで、データが少ない

という部分はもちろんあるわけです。実は、食品も非常にデータが限られておりますので、

そういう濃度分布に関するデータの収集を進める必要があるだろうと。それから、このよ

うな調査結果を基に、高い濃度が検出された媒体に対する対応等の対策を一層進めること

が重要であると考えますということです。先ほど中山先生から御指摘もあったように、我々

はリスク評価機関ですので、リスク管理について言えることは、リスク評価をしたからこ

ういうことが必要なのではないでしょうかということしか言えないわけです。実際のパブ

リックコメントはかなりリスク管理に関連するようなコメントが非常に多かったという部

分もあります。 

 何か先生方、追加コメント等ございますでしょうか。 

 中山先生、お願いします。 

 

○中山専門委員 ありがとうございます。 

 リスク評価、リスク管理、リスクコミュニケーションに関しましては、評価書のほうを

少し修正していただいて、「今後への課題」のところで見出しをつけていただきました。

これによって、食品安全委員会がリスク評価機関であって、リスク管理、リスクコミュニ

ケーションについては、それぞれの機関に対して食品安全委員会がこういうことを考えて

いるという意見表明をしているということがよく分かるようになったかなと思っておりま

す。 

 評価書の中で、「ALARAの原則」に従ってリスク管理をすべきだと記載をすることがどう

かということも御意見があるかもしれませんけれども、今回の見出しをつけたことによっ

て、リスク評価をしたということ、それに基づいて、リスク管理をする機関に対して食品

安全委員会としてはこういう意見を持っていますよということを出したということが分か

りやすくなったのかなと思いました。 

 それでもリスク管理について言及することはどうかというような御意見もあろうかとは

思いますけれども、今回、非常に関心の高い物質でもあることから、このような意見を記

載するということは、私自身は妥当であるかなと考えておりますけれども、他の委員の先

生方の御意見で違う御意見があるかもしれませんが、もしあれば伺えればと思いました。 

 以上です。 

 

○姫野座長 ありがとうございます。 

 その点について、最後に評価書の内容の確認のところでももう一回出てくるかと思いま

す。ただ、今の時点でも先生方、何か御意見ありましたらお願いします。 

 この会議で何度も言っているのですが、ワーキンググループがスタートした時点で既に

いろいろな国の評価機関が出した指標値に１万倍ぐらいの差があるという状況の中で、ど
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のようなことが確実に言えることで、どのようなことは不確実なのかということをはっき

りさせましょうというのがこのワーキンググループのミッションであると私は理解して、

そういう要請もあったし、進めてまいりました。 

 12月の会議のときには、本当に指標値を出せるのだろうかというような状況だともちょ

っと発言したこともあるのですが、最終的に、どれも難しい状況の中で、確実さ、証拠と

しての確かさについて、採用するとしたらこれしかないということで、私自身も100点満点

の判断とは思っていないのですが、現状においてここしかないかなというのが、20 ng/kg/

日という数値が出てきた経緯であるわけです。 

 たまたまその数値を当てはめると水道水の基準の話と非常につながるということで、先

ほど摂取量の項目のところで言いましたように、水道水の基準を考えて議論してきたわけ

ではなかった、少なくとも私の中ではそうではなかったのですが、指標値の案を出した途

端にその数値に対して、いろいろな方からの強い御意見もいただいている状況です。です

が、４月の会議及び今回、再度御説明させていただきましたように、一つ一つのエンドポ

イントのエビデンスについて吟味した結果、このような結論に達したということでありま

す。 

 先生方、ほかによろしいでしょうか。 

 よろしければ次に進みたいと思います。「⑫その他」について事務局からお願いいたし

ます。 

 

○猪熊課長補佐 20ページを御覧ください。 

 主な御意見を御紹介いたします。機動的にTDIの見直しを行うことを求めます。評価書の

内容について、EPAやEFSAからの批判も受け、その結果を国民に公表すべき。啓発資料を作

成するなど、広く国民に正しく理解されるよう発信していただきたい。「証拠は不十分」

「証拠は限定的である」など統一されていない語句で表現されているため、科学的に理解

することが難しいといった御意見をいただいておりました。 

 回答案を御説明いたします。本評価においては、現時点の科学的知見に基づいて、食品

健康影響の指標値を検討しました。将来的に、今回の検討時には不十分であったPFASの健

康影響に関する科学的知見が集積してくれば、あらためて評価を実施する可能性はあると

考えます。また、本評価書についても、英文での情報を発信していきます。 

 11行目、リスクコミュニケーションについては、少し飛びまして13行目に参りまして、

本評価書（案）について記者説明会を行ったほか、Q&Aをウェブサイトに掲載しております。

また、審議結果（案）についての意見・情報の募集期間中の本年２月22日にオンラインセ

ミナーを開催し、当日の講演の動画や説明資料をウェブサイトで公開しています。引き続

き、リスクコミュニケーションに努めていきますとしております。 

 説明は以上です。 
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○姫野座長 ありがとうございます。 

 その他というくくりになってしまっているのですが、先生方、何かこれについて御意見

ございますでしょうか。 

 英語での発信ということに関しては、必ずやられている、常にやられているということ

だと理解しております。 

 先生方、何かコメントございますでしょうか。 

 よろしいですか。 

 その他、もう一つよろしくお願いいたします。 

 

○猪熊課長補佐 21ページを御覧ください。 

 こちらでワーキンググループの専門委員の選定に関する御意見をいただいております。

こちらについては、食品安全委員会において回答を検討することといたします。 

 

○姫野座長 ありがとうございます。 

 このワーキンググループが回答する内容ではなく、事務局が回答する内容であるという

ことだと思います。 

 それでは、次に進みます。「Ｂ．調査・研究」について事務局から説明をお願いいたし

ます。 

 

○猪熊課長補佐 22ページを御覧ください。 

 主な御意見を御紹介いたします。日本でも疫学調査を実施してください。住民の血中濃

度を調べ、現状調査をしてください。しかるべき機関に健康調査を行うよう提言すること

はできるかと思います。飲料水だけでなく農作物への影響について早急に調査してくださ

い。全ての水源の検査をしてもらえないでしょうか。国民全員の血液検査、動植物の影響

を調査してほしいです。我が国の分析例が養殖カキではほとんどなく、早急に公定法を確

立、調査すべき。世界的な疫学研究や科学的知見の蓄積を待つまでもなく、国内の研究を

促進するような働きかけをしてほしいといった意見をいただいております。 

 回答案を御説明いたします。６行目から参りまして、環境中及び飲料水を含む食品中濃

度の情報収集・モニタリングの充実が重要であると考えます。また、PFASばく露が懸念さ

れる地域の住民における血中濃度の分布、高ばく露者の把握等の必要性も含め、今後のリ

スク管理の方策や対応の優先度等について検討することが重要と考えます。国や自治体等

が、血中PFAS濃度測定を実施する場合は、その目的や対象者、実施方法、フォローアップ

の方法等について慎重に検討する必要があると考えます。 

 いただいた御意見については、リスク管理機関にお伝えしますとしております。 

 説明は以上です。 
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○姫野座長 ありがとうございます。 

 調査・研究について、先生方、何か御意見、コメントありましたらお願いします。 

 よろしいですか。 

 祖父江先生、お願いします。 

 

○祖父江専門参考人 だとしたら、どこが調査・研究を推進する機関なのですか。ここは

違いますと言っているのですけれども。 

 

○姫野座長 誰が答えられるのかよく分からないのですけれども、少なくとも食品安全委

員会は、このような調査をしてほしいという要望に対して、はい分かりました、じゃあや

りますというような機関ではないので、この先の段階になるかと思います。それは最後の

「今後への課題」のところでもまた重なることかなと思います。一つは、行政の方々が国

民の健康を守りたいという気持ちがあっても、法的なバックアップと予算的なバックアッ

プがないと恐らくできない。法的なバックアップについては、基準があるかないかという

のが大事で、水質だけではなくて、土壌とかいろいろなところを含めた基準がきちんと決

められていく必要がある。今まで、基準の数値がいろいろ問題になっていますが、個人的

には基準値の値より、そもそも基準値ではなく暫定目標値であることが法的な拘束力が非

常に曖昧なように僕には見えます。基準値になっていないというのがいろいろなところで

行政のやりにくさになっているのではないのか。「ええい、この印籠が目に入らぬか」と

言えないという状況だったのではないかと思います。 

 予算的なバックアップについては、誰が答えられるのかよく分かりませんが、少なくと

も私個人の意見ですが、リスク管理に関して何らかの指令を発することが可能な委員会が

あるとすれば、PFASに対する総合戦略検討専門家会議というのがあると思うので、ぜひそ

ちらで頑張っていただきたいなと個人的には思っております。何らかの天の声がないとな

かなか難しいのではないのかと個人的には思っております。 

 

○紀平評価第一課長 事務局です。 

 一応事務局からお答えできる範囲でお答えさせていただきます。 

 まず、国なり自治体が実施する場合には、要は何を目的に調査するかという話があると

思いまして、例えば調査する媒体、水なのか、食品なのか、何なのかについても、調査目

的や調査媒体によって調査実施主体が変わってくる。役所の縦割り論みたいな話になり得

るかもしれませんけれども、まずお金を出すとか実施するといった場合でも、どこが何を

するのかという話がまずあるのだと思います。それが予算の話なのか、誰に実施していた

だくのかみたいな方法論とかの実態の話もあるのだとは思います。そのほかに学術的な目

的で研究される場合もあるとしたときに、どの予算なりお金でやるのかという話もあるの

だと思います。 
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 先ほど御指摘いただいたように、政府全体でどこが何をやるのかみたいな整理ができる

といいのかもしれませんけれども、それは今後の課題としていただいたものかと思います。 

 以上です。 

 

○姫野座長 祖父江先生、よろしいですか。 

 

○祖父江専門参考人 今後検討するということで。 

 

○姫野座長 調査・研究については、たくさんの要望が出ているということだと思います。

この委員会が答えられることと答えられないことがあって、ほとんど答えられないことが

多いのですが、それはリスク管理機関にきちんと伝えますというようなスタンスしか取れ

ないと思います。 

 調査・研究について、ほかによろしいでしょうか。 

 それでは、「Ｃ．リスク管理」について事務局から説明をお願いいたします。 

 

○猪熊課長補佐 24ページを御覧ください。 

 主な御意見を御紹介いたします。 

 厚生労働省ほか農林水産省、環境省等、関係する各部門に口に入るものに混入しないよ

うに働きかけて頂きたいです。下から３番目に参りまして、どのようなものに有機フッ素

化合物（PFAS）が使用されているのか、消費者に分かりやすく提示してほしい。汚染全国

マップを定期的に公表してほしいといった御意見をいただいております。 

 回答案を御説明いたします。リスク評価は、科学的な知見・根拠に基づいて行ったもの

であり、リスク管理機関においては、リスク評価における不確実性や健康被害の未然防止

等の観点も踏まえてリスク管理の方策等が検討されるものと考えております。 

 11行目から下に参りまして、PFASについては、まずは今回設定したTDIを踏まえた対応が

取られること、PFASにばく露され得る媒体における濃度分布に関するデータの収集を早急

に進めること、その調査結果等をもとに、高い濃度が検出された媒体に対する対応等の対

策を一層進めることが重要であると考えます。 

 

○紀平評価第一課長 事務局です。 

 今、ユーチューブの配信動画が途切れているようですので、少し調整させていただきま

すのでお待ちください。 

 

○姫野座長 失礼いたしました。ユーチューブのほうがつながったようです。 

 

○猪熊課長補佐 ありがとうございます。 
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 ユーチューブ配信が滞り、大変失礼いたしました。 

 24ページ目の下の13行目から、今後、PFASについて必要なことを３点ほど御説明いたし

ました後に、25ページ目に飛びまして、使用規制や排出源対策を適切に行うことが重要で

す。 

 いただいた御意見については、リスク管理機関にお伝えいたしますとしております。 

 説明は以上です。 

 

○姫野座長 ありがとうございます。 

 リスク管理について、先生方からコメント、御意見等ありましたらお願いいたします。 

 松井先生、お願いします。 

 

○松井専門委員 今まで話をずっと聞いていて、当たり前なのですけれども、食品安全委

員会はリスク評価機関であって、リスク管理機関ではない。だから、問題はリスク評価機

関に伝えますよということです。これは正しいのですけれども、一般国民から見たら、縦

割り行政の弊害とかそのようなイメージに取ってしまう場合がある気がするのです。 

 リスク管理とリスク評価を分けてるのは、ちゃんとそれなりの意義があって分けている

わけで、その説明がなかったような気がしますので、それを書いていただいたほうが、縦

割り行政の弊害というような言い方をされないとは思います。 

 以上です。 

 

○姫野座長 ありがとうございます。 

 縦割り行政について、私も最後に一言言いたいことがあります。 

 ほかに。 

 事務局からお願いいたします。 

 

○紀平評価第一課長 事務局です。 

 先ほど松井専門委員から御指摘いただいた点ですけれども、そもそもリスク評価とリス

ク管理などが分かれている役割というか理由などについて説明が足りていないのではない

かという御指摘かと思いました。 

 今回の文書の中では、３ページの食品健康影響評価の「①評価対象物質」の一番最初の

ところで、「食品安全委員会では」ということで、リスクアナリシスの考え方に基づくリ

スク評価、リスク管理、リスクコミュニケーションの３つの要素のうちのリスク評価をや

っていますという記載が入っております。 

 そもそもなぜリスク評価とリスク管理が分かれているかといった点については、ある意

味、一般論としての説明になるかと思いますので、リスクアナリシスの考え方そのものと

か食品安全委員会の役割といったものは、このパブリックコメント回答の中というよりは、
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むしろ食品安全委員会全般として、そういったものをリスクコミュニケーションをやる中

できちんと御説明していくということかと思います。 

 これまでも一般の方々向けのセミナーとかいろいろな場で、例えば農薬とか食品添加物

などのセミナーを行っていますけれども、それぞれの話に入る前に、まずこういった一般

論の説明を行った上で個別の御説明をしておりますので、PFASのリスクコミュニケーショ

ンにおいてもそういったことに気をつけていきたいと思います。 

 以上です。 

 

○姫野座長 ありがとうございます。 

 ほかにリスク管理についてよろしいでしょうか。 

 先ほどの指標値のところの最後でも出てきましたが、24ページの一番下のところに３点、

今回設定したTDIを踏まえた対応、ばく露の状況についてもっとデータを集積していくこ

と、その結果に基づいて高濃度のばく露がありそうな、それを引き起こすような媒体、媒

体というのは飲み水と食品ということだと思いますが、それに対する対応を進めるという

３点に集約できるのではないかと思います。これは、これだけのパブコメをいただいて、

食品安全委員会というリスク評価をする機関としてリスク管理機関に伝えたいことのエッ

センスではないかと私は理解しております。 

 ほかによろしいでしょうか。 

 ここまでいろいろな御意見ありがとうございました。パブリックコメントに対する回答

案は、特にここを修正という御意見は出なかったと思います。最後の松井先生の御指摘に

ついては、事務局としては一番最初の部分に出ているという回答だと思いますので、これ

をもってワーキンググループの回答案といたしますが、委員の先生方、よろしいでしょう

か。 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、次に進みたいと思います。次に評価書（案）の修正についてです。事務局か

ら説明をお願いします。 

 

○猪熊課長補佐 ユーチューブ回線が不安定なようですので、接続をし直しますので、少々

お待ちいただけますか。 

 

○姫野座長 通信障害がまた起きているようです。すみません。 

 

○松﨑評価専門職 それでは、資料３について御説明いたします。 

 資料３、評価書（案）ですが、こちらは２月６日に食品安全委員会で報告した評価書（案）

からの修正点を今回見え消しでお示ししております。 

 修正点としましては、数値などの誤記の修正、略称などの初出箇所での正式名称の追記、
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専門委員・専門参考人の先生方からいただいた修正や追記、パブリックコメントの回答案

を踏まえた修正となっております。具体的な個所について評価書（案）を開きながら御説

明いたします。 

 まず、16ページを御覧ください。 

 脚注を追記しております。EPA（2021）についてですが、こちらは引用不可とされている

ものでございますが、本評価に欠かせない重要な情報が含まれているため、内容を一部引

用していることを説明しております。 

 続きまして、24ページを御覧ください。 

 12行目や表Ⅱ－８にありますように、このように評価書全体的に字句や数値等を修正し

ております。 

 25ページを御覧ください。 

 ８～９行目にかけての修正ですが、略称に日本語を追記しております。こちらも全体的

に修正を行っております。 

 続きまして、28ページを御覧ください。 

 脚注として11、12を追加しておりますが、説明が必要と思われた用語については、この

ように脚注で説明を追加しております。 

 続きまして、30ページを御覧ください。 

 35行目から「Ⅳ．健康影響に関する知見の概要」が始まっておりますが、31ページ目の

24行目にありますように、こちらの項目についてだけ文献の著者名を追加しております。 

 続きまして、77ページを御覧ください。 

 先ほど資料２の御審議でも出ておりましたが、生殖・発生については先生方に少し原著

の確認等を追加でお願いしております。それに伴いまして、77ページのChuらの論文、76ペ

ージから続いている文献ですけれども、低出生体重児について少し詳しく結果を追記して

おります。 

 続きまして、85ページを御覧ください。 

 生殖・発生、疫学のまとめになりますが、先ほどのChuらの文献を少し追記したことによ

る修正、また、Yangのメタアナリシスの文献の内容を少し詳しく追記をしております。 

 また、同じ85ページの33行目ですが、項目として流産を追加しております。本文中にも

「PFOAばく露と流産に関連がみられたとするメタ解析があるものの」という一文を追加し

ております。 

 続きまして、123ページを御覧ください。 

 発がん性の疫学の文献についてですが、初出の文献は詳しく研究の内容を記載し、再掲

の場合は割愛するようにしているのですが、詳細な内容が後ろにきてしまっていましたの

で、移動させたものになっております。大きく修正したように見えますが、入れ替えただ

けで内容に変更はございません。 

 続きまして、145ページを御覧ください。 
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 ばく露になりますが、今まで水道水の水質のデータについては給水栓水のデータを入れ

ておりましたが、浄水（給水栓水等）のデータに入れ替えております。 

 続きまして、227ページを御覧ください。 

 先ほどのパブコメの回答案でも御説明がありましたが、32行目から、IARCというのはど

のような機関かという説明を加えております。 

 続きまして、237ページを御覧ください。 

 こちらも先ほどのパブコメの回答案の審議でありましたが、不確実係数について３を割

り当てている理由を追記しております。 

 続きまして、244ページを御覧ください。 

 「今後への課題」について、①として「リスク評価について」としており、246ページの

１行目から②として「リスク管理について」、28行目から③として「リスクコミュニケー

ションについて」という小見出しを追加しております。 

 先ほどありましたが、回答案の作成を踏まえて、245ページの26行目から、また246ペー

ジの15行目からを追加、修正しております。 

 御説明は以上です。 

 

○姫野座長 ありがとうございました。 

 評価書の修正について、委員の先生方から追加コメント、御意見等ございますでしょう

か。 

 松井先生、お願いします。 

 

○松井専門委員 私の感覚問題なのかもしれませんけれども、もう一度16ページの脚注を

見ていただけるといいのですが、ここで引用は駄目だとされているものを引用しているの

です。これは気になります。特に2021年のEPAのドラフト、普通はドラフトがあって、その

後にファイナルが出てくるのです。ブラッシュアップされたものがファイナルとして出て

くる。それが普通なのですが、2021年だけはドラフトで終わっているような気がするので

す。2021年にドラフトだったら、もう本当はファイナルが出ていないといけないので、そ

こからも分かると思います。なぜそんなことになったかといったら、2021年のドラフトに

問題があったから、ファイナルまで行けなかった。その代わりに今回引用しましたEPA（2023

年）というドラフトが出てきたということだと思うのです。本当に記述内容を引用してい

いのかなというのが、絶対駄目だとは言いませんけれども、先生方の御意見をお聞かせい

ただきたいと思います。道義的な問題になってしまうかなという気はします。 

 以上です。 

 

○姫野座長 先生方、今の松井先生のコメントについていかがでしょうか。 

 実はPFHxSに関してはEPAが「DO NOT CITE OR QUOTE」、引用するなということでレポー
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トを出していまして、それは全く引用できないだろうという判断で引用しておりません。 

 2021年のドラフトに関しては、松井先生がおっしゃるとおりなのですが、最終的には2023

年版の内容をこの評価書でも議論しています。2021年版については、いろいろな国の評価

機関でいろいろな数値が出てきたという途中の経緯として、指標値がこのように変わって

きたということを中心に出しているかなと思うのですが、内容的にどうでしたか。 

 16ページの脚注に書いてあるように、「DO NOT CITE OR QUOTE」と書いているけれども、

本評価に欠かせない重要な情報が含まれているため内容を一部引用している、と。このワ

ーキンググループの覚悟のほどを脚注に書いているような状況なので、覚悟しております

という文章をやめるとなると、今から削除していかなければいけないのですけれども、松

井先生、いかがですか。 

 

○松井専門委員 一番初めに気がついたのは、一番最後の各エンドポイントと各機関の評

価の表がありましたね。BMDLを使って、そして安全率を掛けているという表がありました

ね。この文章をあそこにも書いてあったのです。１つくらいだったらしようがないかなと

思ったのですが、これが結構たくさんある。１点言えるのは、先ほどの2021年のドラフト

は、一部ですけれども、実はEPAが評価書以外で自分で引用しています。そのような状況も

あるのですが、もしこれを書くのであれば、やはりEPAの許可が要るのではないかなという

気がするのです。これは私だけの感覚の問題なので、ほかの先生がそれは問題ないとおっ

しゃるのでしたら、私は全然こだわりません。ですが、気になります。 

 今、姫野先生がおっしゃったように途中経過のデータなのです。ですから、多くの場合

は、その内容自体、消してもいけるのではないかなと思いますし、他のところでEPAがそれ

を引用していたら孫引用になりますけれども、そっちを引用して、これは2021年のドラフ

ト中のものを引用している、そういう書き方もできないことはないと思います。 

 以上です。 

 

○姫野座長 事務局からお願いします。 

 

○紀平評価第一課長 事務局です。 

 御指摘ありがとうございます。 

 具体的な引用箇所について、今ざっと確認をしたのですけれども、御指摘のとおり2021

でEPAがこう言っていますと単体で引用している箇所はほぼなくて、例えばモデルとかい

ろいろな箇所で2021ではこういうふうにしていて、それを2023でこうしたみたいな途中経

過として書いている箇所がほとんどになります。単体で2021の内容を引用しているのは、

御指摘いただいた最後のほうの指標値の一覧の中で、2021ではこの数字を出していますと

いったものが載っているという状況にはなります。ですので、2021単体で引用している箇

所はほぼないのではないかとは思います。 
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 以上です。 

 

○姫野座長 232ページ、233ページの表だと思います。そこの脚注の２番にも「EPA（2021 

Draft）は引用不可とされているが、各機関の指標値の比較のため参考として記載した」と

脚注で言っております。 

 右端の数値を見ていただきますと、実は2021年のドラフトでEPAはとてつもなく低い数

値を提案して、2023年にはそれの10倍以上値を高く変更してきたという経緯がよく見える

のです。もうちょっと早い段階で御指摘いただいていたらよかったかなという気はするの

ですけれども、どうなのですかね。 

 先ほど2021年のドラフトをEPA自身も引用しているということであれば、どのぐらい自

分が書いたものを自分が引用してはいけないのか、そういう縛りがあるのか僕もよく分か

らないです。指標値の設定では、2021年の値に基づいたわけではなくて、2023年の値に基

づいています。2021年の値を出したもう一つの意味は、EPAは2016年に指標値を出して、そ

の後、2021年と2023年にも出しているという時系列的な経緯がよく分かるようにというの

がこの表の意図だろうと私は理解しています。それも駄目となるとなかなか難しいかなと

いう気はします。 

 事務局、お願いします。 

 

○紀平評価第一課長 事務局です。再びです。 

 具体的なEPA（2021）を記載している箇所を幾つか御紹介します。 

 評価書（案）の182ページをお開きください。用量推計モデルに関する項目になりますけ

れども、下から３行目、モデルの説明の中で、EPA（2021）がこのモデルを採用しという中

で、2023のほうで幾つか修正を行っているといった形で、途中経過として引用しているよ

うな箇所になります。 

 別の箇所ですと、196ページまでお進みください。 

 海外・国際機関の健康影響評価の項目として、EPAの評価内容を記載しております。前段

の記載のほうで、2016に評価があり、2021に評価書草案を公表し、その後、2023に再度評

価書（案）が公表されているという途中経過として記載しているものであります。 

 この項目の中では、以降に2016の評価と2023の評価を書いていまして、2021については

引用はしていないということになります。 

 先ほどからお話しいただきました指標値の一覧表でも2021の数字を書いていますけれど

も、同じく2023も数字を横に並べて載せているということで、ある意味途中経過として見

えるのではないかとは思われます。 

 以上です。 

 

○姫野座長 松井先生、手が挙がっていますか。 
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○松井専門委員 今に及んでと言われましたけれども、私はパブコメが出て、それに対す

る回答を検討する１回目の際からこの点はコメントしています。ですから、今日初めてコ

メントしたわけではありませんので、誤解のないようにお願いします。 

 

○姫野座長 大変失礼いたしました。 

 

○松井専門委員 私が内容を見て、問題になるのは表なだけなのです。あとは消してもよ

いですし、内容を書かなかったら2021年の評価書ドラフトがあるといった事実自体は引用

には含まれないと思いますので良いでしょう。吉成先生に御協力いただかなければいけな

いのですけれども、多くが削除しても意味が通ると私は理解していました。最後の表なの

ですが、前に発言しましたが、この表の内容をEPAのリスク評価でない文章が引用している

のです。ただ、全部が引用されているわけではなくて、エッセンスが引用されているので

す。具体的には忘れましたけれども、そこで出した基準値とかが示されていたと思います。

ですから、繰り返しになりますが、強引にそちら側を引用してしまうという手もある。実

際は、2021年はドラフトで引用が不可であったので、それを引用したEPAのこれこれから示

すというような書き方をやったらいいと思います。これについても事務局には連絡してい

るはずです。 

 以上です。 

 

○姫野座長 ほかの先生方、何かこの件に関して。 

 浅見先生。 

 

○浅見専門参考人 ありがとうございます。 

 私も、パブコメよりも大分前だったと思うのですけれども、これは引用していいのでし

ょうかということで、ドラフトなので「DO NOT CITE OR QUOTE」ではないでしょうかとい

うことで、引用不可という注釈を入れていただいたと記憶しております。 

 ただ、今この段階で表から削除してしまうとか、表を丸ごと削除してしまうと、もう全

然分からなくなってしまうので、もしあれでしたらどこかに斜線を入れていただくとか、

もうちょっと注釈を大きくしていただくとか、もともとの記載は残るけれども、本来であ

れば引用すべきではない値だということを分かるように、今もよく見ると書いてあるので

すけれども、その辺を字の大きさか何かでもう少し何らか対応していただくというのはい

かがでしょうか。 

 

○姫野座長 斜線で消すという御意見と、脚注を大きくするという御意見と２つあって、

私にはよく分からなかったのですけれども、どっちが。 
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○浅見専門参考人 元の記述は見えるような形で、個人的には、この欄はスラッシュとか

なのかもしれないと思うのですけれども、そこは事務的に御判断いただくことかなと思っ

ております。 

 

○姫野座長 評価機関の流儀みたいなところは、私がよく分からないところがあるので、

そういう観点からは事務局判断なのかなと思います。ただ、この報告書では、しれっと黙

って引用しているのではなくて、どうしても参考として出したいから、引用不可と書いて

あるけれども何か所か引用をしましたということを一応お断りしているという状況だと思

います。その上で、それもまずいということであれば、表から１行削除するというのは、

作業的にはそんなに大変ではないかなと思います。ほかのところは松井先生も特にいいの

ではないかということですので。 

 この表を作った時点では、こんなふうに国際機関でいろいろな数値が出ていて、それこ

そ１万倍も違いがある、EPA自身もどんどん値を変えてきているという状況を示すデータ

でもあったのですけれども、どうなのでしょう。 

 

○猪熊課長補佐 事務局より若干の補足を申し上げます。 

 ただいま2024年のPFOS、PFOAの評価書、ファイナル版を確認したのですけれども、その

中でEPA自身が2021年、「DO NOT CITE OR QUOTE」としていた文献を何の注釈もなくciteし

ているのはただいま確認いたしました。 

 

○姫野座長 ありがとうございます。 

 川村先生、挙手されていたようです。 

 

○川村専門参考人 正論から言うと、許諾を得て引用と書けば遠慮なく使えるとは思いま

す。先方と事務局のほうで、こういう評価書目的なので引用をさせてくださいと。過去の

資料で、出した当時は引用不可だったかもしれませんけれども、現在はもっと新しいバー

ジョンが出ているので、許諾を得られるのではないかと思いますけれども、いかがでしょ

うか。 

 

○姫野座長 今、いろいろな意見が出てきているのですが、あまり国際的な問題になるよ

うなことはやめたほうがいいのではないかという御意見かと思います。 

 今、問題になっているのは、233ページの表の中で、2021年の数値を出しているという、

そこだけなのかなという気がしております。 

 浅見先生、お願いします。 
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○浅見専門参考人 今、事務局から御説明いただいたのですけれども、2024年のものでEPA

でも引用されているということを補足で記述していただくというのではいかがでしょうか。 

 

○姫野座長 この脚注の中に、2024年にEPAも2021年のドラフトを引用しているので、ここ

では参考のために使わせていただきました、みたいな文章にしてはどうかということでし

ょうか。 

 

○浅見専門参考人 スラッシュにしてしまうとさらによく分からなくなってしまうかなと

思いましたので、訂正させていただきます。 

 

○姫野座長 松井先生。 

 

○松井専門委員 浅見先生にちょっと確認したいのですが、今の御判断というのは、先ほ

どの2021年の一部を2024年評価書で引用しているというのは、内容を引用しているという

意味なのか、全体的に存在自体を引用しているという意味なのか、どちらでお捉えですか。 

 

○浅見専門参考人 全体というよりは、ここの記述でこういった内容のものが使われたと

いうことがヒストリーとして記述をされているということと理解したのです。 

 

○松井専門委員 事務局、それについて、2024年のEPA評価書はこの内容を引用してないで

すね。 

 

○猪熊課長補佐 2024年の中では、この数値について引用しているものではございません。 

 

○松井専門委員 ありがとうございます。 

 私、先ほど言ったのですけれども、実はこの試験についてEPAはリスク評価書とは別のと

ころで引用しているのです。ただ、このデータ全てが載っているわけではなくて、基準値

については載っていた。ですから、あえて火中の栗を拾わず、そちらを引用したほうがい

いような気がしますけれども、事務局、確認していただいていますか。私が前にお示しし

た、EPAから出てくる文書でこの論文が引用されているものです。 

 

○姫野座長 松井先生が既に事務局にお送りいただいているということでしょうか。 

 

○松井専門委員 web情報をお送りしています。ですから、EPAのホームページで見られる

ものです。ただ、繰り返しになりますが、このデータが全て出ているわけではなくて、た

しかその抜粋が出ている。どれかは抜けていたと思います。全てのデータがきれいにそこ



41 

 

に示されているわけではなくて、けれども、指標値は示されていたと思います。 

 

○紀平評価第一課長 事務局です。 

 今、232ページの指標値の表を御覧いただいて御議論いただいているところになります。

免疫の一番下のものが2021ドラフト、EPAのものになりますけれども、出典としているジフ

テリア抗体価の低下に関する論文としましては、ここに４報ほど括弧の中に記載されてお

ります。その中の一番後ろ、Budtz-Jørgensen、Grandjeanの論文については、その上の段

の2023のドラフト、EPAのもの、これが最終的に2024のファイナルになるのだと思いますけ

れども、その根拠文献として引っ張った上で、別の数字を導き出したというのがEPAの経過

になるのではないかと思います。 

 以上です。 

 

○松井専門委員 松井です。 

 今のお話が追えなかったので、もう一度何ページかお知らせいただけますか。 

 

○紀平評価第一課長 失礼しました。評価書の232ページです。 

 

○姫野座長 233ページも同じだと思います。PFOSもPFOAも2021年のエンドポイントの記

載が左端にあり、そこに2021年では４報論文を引用し、2023年では１報論文を引用してい

ますが、そのうちのBudtz-Jørgensenの論文は共通であるというのが事務局の今の御指摘か

と思います。 

 

○松井専門委員 確認いたしました。それでどういうことなのでしょうか。 

 

○紀平評価第一課長 ですので、EPAはこのような経過で2021にこういった数字を出して、

それがもう一回文献を精査し直した上で、2023に違う数字を出したという経過がこの表の

中にあるかと思います。 

 2024の中でも、経過として途中一回この数字を出したけれどもというのがあれば、出典

として2024なり2023ドラフトとして2021の数字を書くということもできるのかもしれませ

んけれども、そこは一度確認はいたします。 

 以上です。 

 

○姫野座長 その場合には、EPA（2021 Draft）ではなく、EPA（2024）より引用みたいな、

そういう修正が可能であると。 

 

○紀平評価第一課長 ただ、2024と書いてしまうと、2024にその数字を示したようにも見
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えてしまうので、あくまでも途中経過としてという書き方が必要なのかと思います。 

 

○姫野座長 結局このままで、脚注でそこを丁寧に説明すると。 

 

○紀平評価第一課長 できるかどうかを一度確認させていただくということでいかがでし

ょうかという御提案です。 

 以上です。 

 

○姫野座長 一度整理しますと、この表以外の本文中の記載については、恐らく松井先生

も問題ないだろうと。表の中で「DO NOT CITE OR QUOTE」、引用するなというレポートの

数値を、脚注に断り書きを書いてあるとはいえ、引用するのはいかがなものかと。そうい

うことであれば、今出ている案は、2021年のこの指標値について、2024年でEPA自身が引用

して、何らかの説明を加えているということを脚注の中で書いて、引用するなと書いてあ

るけれども、2024年にEPAが自身でその経緯を書いているので、ここに参考として載せまし

たみたいな、事務局案はそういうことでしょうか。 

 福島先生。 

 

○福島専門参考人 議論を拝聴していて思ったのですけれども、16ページの脚注が、「本

評価に欠かせない重要な情報が含まれているため内容を一部引用している」という表現に

なっているのが誤解を招いているような気もしました。「DO NOT CITE OR QUOTE」と書い

ているのに引用して、この評価書の結論に決定的な影響を与えたというような感じにも読

み取れてしまいますが、今の議論を聞いておりますと、単にヒストリーとして海外の評価

結果の考え方がどう変わってきたかをお示ししたかっただけなのですよね。その辺りもお

書きいただくといいのではないかと思いました。 

 

○姫野座長 ありがとうございます。 

 福島先生の御意見は、16ページの脚注の表現がちょっと大げさで、あたかも最終結論に

必要だったからのような印象を与えるから、単に経緯を示すために一部引用したというよ

うな表現に変えたほうがいいのではないかと。 

 

○福島専門参考人 そうです。皆さんが先ほど議論されていました232ページの表のとこ

ろも、例えば、子供の血清抗ジフテリア抗体価の低下に関する指標値については、2021年

のドラフトを引用しなければ全く表に載せられない、ということはありませんので、2023

年のドラフトの引用のみでもいいのではないかという御意見もあると思うのですけれども、

この評価書として2021年からのヒストリーを示したかった、単にそれだけのことなのかな

と、議論を拝聴して理解しました。それであれば脚注の書き方も少し考えられてもいいの
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ではないかと思いました。 

 

○姫野座長 松井先生。 

 

○松井専門委員 もう一度確認したいのですが、232ページのEPA（2021）が出したデータ、

こういう数字がありますね。この数字自体が2024年で示されているのか、示されていない

のか。私は示されていないと理解したのですが、事務局、そこはどうですか。 

 

○紀平評価第一課長 詳細、確認し切れていないかもしれませんけれども、ざっと見たと

ころでは経緯として示していることはなさそうです。 

 

○松井専門委員 ですから、示されていないとそれを引用するのは変な話になりますとい

うのが１点。 

 先ほど申しましたように、一部はEPAが評価書でないところで引用していますので、そち

らをもう一度確認していただいて、どこまで書けるかを見ていただいたほうがいいと思い

ます。 

 これら表以外の場所ですけれども、例えばEPAが2021年にドラフトを書いたということ

自体は、内容の引用ではないのでいいのですけれども、内容が示されている部分もちょっ

とですがあるのです。経緯を示すだけですので、そこのEPA（2021年）を削除しても問題は

ないと思います。 

 いずれにしても、ここ以外は、EPA（2021年）は引用不可とされているが記載したという

表現はなくなると思う。2021年の内容を引用することは駄目なのだけれども、出したこと

は事実なので、それを引用する必要はない。ただ、内容が書かれている場合は、書かない

ほうがいいのではないかというのが私の意見です。 

 以上です。 

 

○姫野座長 どういたしましょうか。 

 

○紀平評価第一課長 事務局です。 

 承知いたしました。では、評価書内の記載の中で、経緯についてではなく、内容そのも

のが書かれているところが、先ほどの用量推計モデルの途中経過として2021を基に2023で

改良したといった記載がいいのかどうかという話はあるのですけれども、それは経緯とし

て、2023の中で書かれているということかと思います。 

 先ほどから御指摘いただいた232ページ、233ページの書き方について、福島先生からは、

経緯として並べるということではどうかという御指摘、松井先生からは、引用不可なので

この数字自体を書くことがいかがかという御指摘かと思います。こちらのほうで、これま



44 

 

でもさんざん議論の経過の中でこういった情報があったということは御議論いただいてい

ましたけれども、最終的な評価書としてこの数字をこの表の中に記載が不要ということで

あれば、削除するということでも差し支えないかと思います。そちらはこちらのワーキン

グのほうで御判断いただければと思います。 

 以上です。 

 

○姫野座長 時間的には、今決めてしまう必要がありますか。 

 先ほど福島先生に御指摘いただいたように、このワーキンググループの結論に決定的な

重大な影響を与えたかというとそういうわけではなくて、232ページと233ページの表は、

このようにいろいろな評価機関がいろいろな数値をいろいろなエンドポイントで出してき

ていますよ、という参考的な表かと思うのです。そういう意味では、Grandjeanたちの同じ

論文が2023年でもベースとなっていて、それをもとに指標値が出されているということで

あれば、2021年の数値がなくても、この評価書全体のストーリーは変わらないかなという

気がします。 

 先ほどの用量推計モデルのところでは、2021年にまず一度つくって、それを2023年に修

正したという表現は、2021を削除しても、いろいろなものを当然参考にしているわけです

から、2023年にこういうモデルをつくったと書き換えることは可能だと思います。その２

つの対応をした場合には、そもそも16ページの脚注とこの表の脚注も不要であると。用量

推計モデルのところの書きぶりは、2021年をそんなに重視して書いているわけではないで

すが、この表については指標値を書いていて、今の時点で、彼ら自身が2021年の数値を引

用しているかどうかすぐ見つけられる状況ではなさそうです。福島先生がおっしゃるよう

に、それを入れないとこの評価書の結論が変わるのかといったらそんなことはないという

こと、川村先生がおっしゃったように今から許諾を得るというのは、正当なやり方かもし

れないですけれども時間的には厳しいかなということを考えると、事務局がよろしければ、

僕はここは削除というのもありかなという気もします。行政的に問題はないですか。 

 ほかの先生、何か。 

 座長としては、この表から最後の行を削除し、脚注も削除し、16ページの記載もやめて

しまうということと、用量推計モデルの書きぶりを2023年のところだけ書くという提案で

す。簡単に修正できると思います。でも、やはりヒストリーを書いたほうがいいという御

意見があれば、何とかして残すと。 

 吉成先生。 

 

○吉成専門参考人 吉成です。 

 用量推計モデルに関しては２か所、183と186ページであると思いますが、どちらも先生

御提案のとおり、2021を出さなくても2023に書かれている内容ですので問題ないかと思い

ます。 
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 それから、松井先生が少し言われていましたが、今、調べてみると、105ページにベンチ

マークレスポンスということで少し記載がありますが、そこも2021のことを触れなくても

いいかなと思いますが、112ページに神経毒性のことで、2021だけ触れられているデータに

ついて言及されていますので、結果的にそれは採用していませんので、文章を削除する必

要があると思います。112ページは少し検討する必要があるかなと思いました。その他は姫

野先生の御提案に賛同させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○姫野座長 吉成先生の御意見は、ほかのところも丁寧に削除していったほうがいいでし

ょうということですね。 

 

○吉成専門参考人 最後の表の値を削除するのであれば、112ページの神経毒性のところ

は何か書かれてはいるのですが、2023では結局取り上げられていないので、EPAとしては

2021だけで取り上げた内容をciteされることはあまりよろしくないのかなと思いまして、

引用をやめるということであれば、112ページの神経毒性のところも、結局取り上げないこ

ととしたとなっていますので、削除でもいいかなと。文章の修正が大きくなってしまうか

もしれませんけれども、そこは内容に触れていますので、表を削除するのであれば、そこ

も削除かなと思いました。 

 以上です。 

 

○姫野座長 112ページの記載について理解しました。最初の３行、参照203まではそのま

ま残し、「神経影響は確認されている」の後に、EPAが2021年ではこのデータに基づいてPOD

を算出しているがという部分が余計だということですね。結局取り下げたので。「確認さ

れている。しかし、EPA（2023）による評価では取り上げられておらず、他の機関において

も」と修正可能だと思います。 

 これは私にも責任があって、この論文は群馬大の鯉淵先生のグループのデータなので、

日本発のデータをEPAが引用したので出したいなという気持ちで書いたのですが、最終的

に2023年ではエビデンスレベルが高くないという扱いで取り上げられていないので、僕が

今言ったような修正は可能だと思います。 

 用量推計モデルについては、2021に決めたのではなくて、2023年にこのような用量推計

モデルにしたという表現にすることは簡単だということですね。 

 苅田先生も挙手されていたと思います。 

 

○苅田専門参考人 今の議論とほぼ同じで、姫野座長と吉成先生の意見に賛同します。引

用不可としているのは、ここのところBMD法適用の際のテクニカルガイダンスがいろいろ

変更されまして、EPAの算出ソフトのバージョンアップやルール変更も踏まえて、2021年の

段階では引用しないでほしいという含みもあったのかと思いますので、このデータは載せ
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ないほうがいいのかなと思いました。 

 以上です。 

 

○姫野座長 ありがとうございます。 

 事務局、よろしいでしょうか。 

 

○紀平評価第一課長 ありがとうございます。 

 一度おさらいとして確認させていきます。 

 まず、16ページに入れていました注釈については、削除してもいいのではないかという

御指摘だったと思います。その前提としまして、各引用箇所を削除するところは削除する

ということかと思います。 

 具体的に御指摘いただいた箇所として、神経のところで112ページ、先ほど姫野座長に御

確認いただきましたとおり、112ページの上から５行目以降、EPA（2021 Draft）の一文を

削除して、文章を「しかし」でつなげるということかと思います。 

 同じような記載は、その前のページ、111ページの下のほう、「②海外・国際機関の評価

情報」の中で、EPAは2021年にはこれからPODを求めていたがという形で書いていますので、

これも経緯として残しておいていいのか、同じように削除して、EPA（2023 Draft）は、神

経への影響に基づいたPFOSのPODの算出は行っていないと、もう抜いた形で並べるという

ことになるかと思います。 

 用量推計モデルのところについては、EPA（2021）という記載を削除することでつながる

ようにという御指摘かと思います。 

 232ページ、233ページの指標値の表です。それぞれ一番下の行については、この数字を

削除し、注釈も削除するということかと思います。それに並べるということであれば、そ

の前の231ページの下から３行目、２行目辺りです。括弧書きの中で、機関によりPFOSで

7,800倍、PFOAで10万倍の開きがあるという記載は、EPAの2021の数値を使って出している

数字かと思いますので、ここの数字が変わるかと思います。 

 その上、４行目、経過のところでは、EPA（2021 Draft）というものが入ってきますけれ

ども、表から削除されるということであれば、ここも削除するということかと思います。 

 以上です。 

 

○姫野座長 ありがとうございます。 

Mshatyの論文に関する111ページの記載については、下から４行目の「EPA（2023a, Draft）

は」で次に飛んで、神経への影響に基づいたPFOSのPODの算出は行っていないと直接つなげ

ればいいかと思います。ただ、文献情報としてこの論文は引用されているわけですから、

そのこと自体は変更する必要はないと思います。 

 それと、表の前の表現で、7,600倍と10万倍と入れてあったのは、確かに異様に低い2021
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年の数値を入れることによって物すごいばらつきがあることを示していました。実は、こ

んなにばらつきがあるのをどうしたものかというのがこのワーキンググループの出発点で

もあったのですが、評価書にそこまで書く必要もないのかなという気がします。2021年の

数値を除いた場合の差でもそこそこの差はあると思いますので、その数値に書き換えてい

くということでいいかと思います。 

 これについて、このような決着でよろしいでしょうか。 

 長くなってしまいまして、ほかの内容的なことを十分に議論できていない気がしますが、

少し時間をオーバーしていますが、先生方、評価書の内容について何か。もしかすると最

後のチャンスですので、御意見ございますでしょうか。 

 苅田先生。 

 

○苅田専門参考人 昨日の段階で見落としていまして大変申し訳ないのですが、85ページ

のところ、今、見つけました。新しく書き加えたところで、「出生リスクに関連が認めら

れたと報告されたが、そのうちの６文献において有意差は認められなかった」の有意差は、

差のことではないので、有意な関連に直していただけますでしょうか。22行目です。昨日

気がつかず申し訳なかったです。 

 以上です。 

 

○姫野座長 ほかにございますでしょうか。 

 それでは、ただいまいただいた御意見を踏まえて、EPA（2021）に関連するところは削除、

あるいは表現を変更する、表からは削除する。それから、今、苅田先生から御指摘の部分

は修正するということでよろしいでしょうか。 

 ほかによろしければ、評価書の修正についてはこれで終わりにしたいと思います。 

 それでは、これで議事（１）について終了いたしました。ありがとうございました。 

 

○紀平評価第一課長 事務局から少し補足をよろしいですか。 

 前段のほうで、パブリックコメントに対する回答案について御了承いただいたところで

すけれども、再度内容を精査していたところ、例えばIARCのところで、３要素の３つ目で

発がんの機序と書いているのですけれども、発がん性の機序といった文言上の誤り等があ

りましたので、文言については精査させていただければと思います。 

 以上です。全体的に確認いたします。 

 

○姫野座長 よろしくお願いします。 

 それでは、今ありましたように文言の整備などを行った上で、本評価書（案）とパブリ

ックコメントの回答案を本ワーキンググループの審議結果とさせていただき、食品安全委

員会に報告したいと思いますが、先生方よろしいでしょうか。 
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 御了解いただいたということで、確認いたします。 

 その他全般を通して何か先生方から御意見がありましたらお願いいたします。 

 よろしいですか。 

 先生方から御意見がないということですので、最後に私のほうから個人的に感想を３点

ほど述べたいなと思っております。 

 １つは、先ほども行政の縦割りということが出ました。縦割りの問題はあると思います

が、私が今回このワーキンググループの座長をやって感じたのは、縦割りのいいところも

あるのではないかと。というのは、EPAはリスク評価をしてリスク管理もするので、環境基

準とか水質基準を決める機関が評価をしているので、そこにどうしても引っ張られる。食

品安全委員会は、縦割りというかインディペンデント、独立してリスク評価をする機関だ

と私は了解しているので、リスク管理を行うところでの基準を考慮せずにというか、そこ

に引っ張られずに独立してリスク評価をできた。これは、縦割りというか食品安全委員会

の独立性というものがあったからではないかと私自身は思っております。 

 ２番目は、とはいってもこの4,000通ものパブコメを発信してこられた方は、リスク評価

とリスク管理は違うよねなんていう観点ではなくて、PFASがこれだけいろいろな不安を招

いている状況の中で、リスク管理を含めた行政全般に対して、こういうことをちゃんとや

ってほしいとか、これが不安ですという声を出してきたのだと思います。今日たくさんの

行政関係の方が傍聴されていると思いますし、パブコメの意見は資料として公表されてお

ります。評価書で、リスク管理に関わるところに食品安全委員会から意見を伝えますと書

いていますけれども、また縦割りの問題が出てしまって他人事と取られてしまっては困る

なと思います。なので、これは私の要望なのですが、ぜひリスク管理に関わる行政の担当

者も、このパブコメの文言を他人事ではなく、自分たちに寄せられた意見であるというふ

うに読んでいただきたいなと思います。私たちだけが今、矢面というか、私たちだけがこ

のパブコメの意見を見るというのはもったいないのではないかと思っております。 

 ３点目なのですが、私、このPFASの座長を務める前に、カドミウムの再評価の座長をや

りました。こういう仕事に初めて関わったので、最後に「今後への課題」ということで、

自分自身はカドミウムの研究者だったので、こういうことが必要ではないかとか、ああい

うことが必要ではないかとか、論文の考察のようにいっぱい書いたら、この食品安全委員

会の文書は行政文書なので、そこにこれが必要だと書いたら行政はやらなければいけない、

先生いろいろ勝手に書かないでくださいと怒られたのです。それを学習いたしました。な

ので、今回この評価書にある「今後への課題」は、行政文書として書かれたと私は理解し

ております。 

 先ほどから出ていますように、リスク評価とリスク管理はもちろん違うということはそ

うなのですが、これだけのコメントがリスク管理に関しても来ていますよということを

我々は引き受けて、「今後の課題」ではリスク管理について項目を分けて書きました。 

 245ページにもありますように、リスク評価についても、血中濃度について今後のリスク
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評価に向けてPFASの摂取量、血中濃度、健康影響との関係について、調査することが必要

と考えると、我々はそう書きましたということを言いたいと思います。 

 それから、リスク管理については我々自身がやるわけではないのですが、PFASばく露が

懸念される地域の住民についての血中濃度の分布や高ばく露者の把握等の必要性も含めて

検討することが重要である。フォローアップ等についても検討する必要があると書かせて

いただきました。 

 先ほどもちょっと言いましたけれども、では行政がどう対応できるのかなと。こう書い

たけれども本当にできるのかなと、この数か月ずっと考えてきました。一つには法的なバ

ックアップがないとできないと思うので、いろいろな基準をきちんと決めていただきたい

と思います。それから、去年まであったPFASに対する総合戦略検討専門家会議は何でやめ

てしまったのだろうと僕はずっと不思議に思っていたのですが、やめたのではないと。我々

のワーキンググループの結論が出るのを待っている状態だと事務方に言われたので、ぜひ

再開して、今後のリスク管理についてのきちんとした方向性をそこで十分に議論していた

だきたいと思います。１年半、このワーキンググループの座長を務めた個人的な感想とし

て、そのような気持ちを持ちましたということを最後に言いたいと思います。 

 以上で「有機フッ素化合物（PFAS）ワーキンググループ」を閉会したいと思います。 

 私自身は全然PFASの専門家でも何でもなかったのですが、この１年半、非常に専門性の

高い先生方にヘルプしていただいて、何とかこういう評価書をまとめることができました。

また、事務方の非常に強力なサポートもありました。最後に感謝の言葉を述べたいと思い

ます。ありがとうございました。 

 以上です。 

 

○吉田委員 一言、何かないといけないような気がしていたのですけれども、今日はウェ

ブでの参加ですが、委員長がいらっしゃるので、私がしゃべるのはどうなのかなと。委員

の代表としてしゃべるという立場でもないのですけれども、最後、委員長に締めていただ

いていいと思うのですけれども、私の感想として、皆様本当にありがとうございました、

御苦労さまでしたと言いたいと思います。 

 姫野先生もおっしゃったように、本当に独立性が担保されていたと私は誇りに思いまし

た。いろいろなものに引っ張られない、こんな値を出したら行政はどうするだろうみたい

なことに引っ張られずにちゃんと議論ができたこと、または海外の機関がこう言うからと

いうようなことにも引っ張られない。私たちが考え、私たちが出した値としての指標値が

出せて、さらにこれは自ら評価ですので、どこかの機関から依頼されて評価をしているわ

けではなくて、自ら立ち上げた評価で、かつ、その中にリスク管理機関への提言を盛り込

めたというので、あるべき姿での評価ができたと思っております。 

 本当にどうもありがとうございました。 
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○姫野座長 （接続が一時的に不安定となったため山本委員長は発言できず。） 

 以上で終了としたいと思います。ありがとうございました。 


